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宣
旨
の
娘
と
光
源
氏

―
―
歴
史
上
に
お
け
る
宮
内
�
補
任
を
手
掛
か
り
に
―
―

陳

斐

寧

は
じ
め
に

『
源
氏
物
語
』「
明
石
」
巻
に
お
い
て
、
皇
統
譜
か
ら
弾
き
出
さ
れ
た
光
源

氏
が
須
磨
の
地
で
遠
縁
で
あ
る
明
石
一
族
と
の
運
命
的
な
出
会
い
を
果
た
し

た
場
面
が
描
か
れ
て
い
る
事
は
周
知
の
こ
と
で
あ
る
。
そ
こ
で
描
か
れ
て
い

る
の
は
い
わ
ゆ
る
明
石
一
族
を
め
ぐ
る
「
名
門
の
血
の
回
復
」
で
あ
る
と
従

来
考
え
ら
れ
て
き（
１
）
た
。
光
源
氏
は
明
石
の
君
と
結
ば
れ
た
わ
け
だ
が
、
の
ち

の
「
澪
標
」
巻
で
は
「
宿
曜
に
御
子
三
人
、
帝
、
后
必
ず
並
び
て
生
ま
れ
た

ま
ふ
べ
し
」（「
澪
標
」
�
二
七
五
頁（
２
）
）
と
あ
り
、
将
来
の
后
が
ね
と
予
言
さ

れ
る
明
石
の
姫
君
の
誕
生
が
語
り
だ
さ
れ
て
い
る
。
と
同
時
に
、
こ
こ
で
注

目
し
て
お
き
た
い
の
が
、
后
が
ね
と
予
言
さ
れ
る
明
石
の
姫
君
の
誕
生
に
際

し
て
、
新
た
に
読
者
の
前
に
現
れ
た
人
物
で
あ
る
。「
澪
標
」
巻
に
お
い
て
、

語
り
手
は
次
の
よ
う
に
詳
述
し
て
い
る
。

さ
る
所
に
は
か
ば
か
し
き
人
し
も
あ
り
難
か
ら
む
を
思
し
て
、
故
院
に

さ
ぶ
ら
ひ
し
宣
旨
の
む
す
め
、
宮
内
�
の
宰
相
に
て
亡
く
な
り
に
し
人

の
子
な
り
し
を
、
母
な
ど
も
亡
せ
て
、
か
す
か
な
る
世
に
経
け
る
が
、

は
か
な
き
さ
ま
に
て
子
産
み
た
り
、
と
聞
こ
し
め
し
つ
け
た
る
を
、

（「
澪
標
」
�
二
七
七
頁
）

故
院
、
つ
ま
り
桐
壺
帝
に
仕
え
た
「
宣
旨
」
と
宮
内
�
の
間
に
生
ま
れ
た

娘
、
い
わ
ゆ
る
「
宣
旨
の
娘
」
と
い
う
女
性
が
、
明
石
の
姫
君
の
乳
母
と
し

て
登
場
す
る
。「
宣
旨
の
娘
」
は
両
親
に
先
立
た
れ
、
い
ま
は
子
を
産
ん
で

心
細
く
暮
ら
し
て
い
る
と
い
う
設
定
の
元
で
描
き
出
さ
れ
て
い
る
こ
と
が
わ

か
る
。
続
い
て
「
宣
旨
の
娘
」
を
明
石
に
出
立
さ
せ
る
前
に
、
源
氏
が
わ
ざ

わ
ざ
こ
の
女
性
の
屋
敷
に
出
か
け
こ
っ
そ
り
隠
れ
て
い
る
場
面
の
描
写
が
据

え
ら
れ
て
い
る
。『
源
氏
物
語
』
に
お
い
て
は
、
主
役
以
外
の
人
間
が
登
場

す
る
と
き
、
そ
の
出
身
、
出
自
に
つ
い
て
詳
し
く
説
明
を
加
え
ら
れ
る
こ
と

は
異
例
で
あ
る
。
ま
た
、
光
源
氏
が
恋
愛
関
係
以
外
に
自
分
よ
り
身
分
の
低

い
女
性
の
屋
敷
に
出
向
く
の
は
こ
の
一
例
だ
け
で
あ
っ
た
。

明
石
の
姫
君
の
誕
生
を
位
置
付
け
る
た
め
だ
と
し
て
も
、
姫
君
の
乳
母
と

し
て
登
場
す
る
人
物
の
出
自
と
存
在
が
作
中
に
お
い
て
こ
こ
ま
で
強
調
さ
れ

る
こ
と
の
意
味
は
考
え
る
必
要
が
あ
る
。
な
ぜ
語
り
は
端
役
の
人
物
に
つ
い

て
か
く
も
詳
細
に
語
る
の
だ
ろ
う
か
。
こ
の
「
宣
旨
の
娘
」
に
つ
い
て
は
、

す
で
に
先
行
研
究
で
指
摘
さ
れ
て
い
る
よ
う
に
、
辺
鄙
の
地
で
生
ま
れ
た
明

石
の
姫
君
に
将
来
後
宮
社
会
の
中
で
困
ら
な
い
知
識
や
経
験
を
教
え
る
こ
と
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が
で
き
る
よ
う
に
す
る
た
め
に
、
朝
廷
の
「
公
�
」
と
宮
廷
実
情
に
通
じ
た

女
房
の
「
宣
旨
」
の
間
に
生
ま
れ
た
娘
を
乳
母
と
し
て
選
定
し
た
光
源
氏
の

深
謀
遠
慮
が
窺
わ
れ（
３
）
る
。

し
か
し
な
が
ら
、
何
故
そ
の
娘
の
出
自
は
父
が
「
宮
内
�
」
で
な
け
れ
ば

な
ら
な
い
の
で
あ
ろ
う
か
。
つ
ま
り
、『
源
氏
物
語
』
の
語
り
手
は
「
宮
内

�
」
と
い
う
出
自
を
設
定
す
る
こ
と
で
読
者
に
何
を
語
り
た
い
の
か
と
い
う

問
題
が
、
ま
だ
解
か
れ
ず
に
残
っ
て
い
る
の
で
あ
る
。
そ
こ
で
本
稿
で
は
、

こ
の
よ
う
な
設
定
の
も
と
に
語
ら
れ
て
い
る
「
宣
旨
の
娘
」
の
意
味
を
考
え

る
た
め
に
、
ま
ず
「
父
の
官
職
」
に
注
目
し
、
歴
史
上
の
宮
内
�
の
補
任
と

照
ら
し
合
わ
せ
な
が
ら
、
そ
の
人
物
の
存
在
意
義
を
検
討
し
て
ゆ
き
た
い
と

思
う
。
そ
し
て
そ
の
手
が
か
り
を
も
と
に
、
光
源
氏
が
「
宣
旨
の
娘
」
と
を

結
び
つ
け
た
そ
の
人
間
関
係
と
、
そ
れ
を
読
者
に
知
ら
せ
る
た
め
周
到
に
編

み
上
げ
ら
れ
た
語
り
の
子
細
を
明
ら
か
に
し
た
い
。

一
、
歴
史
上
に
お
け
る
宮
内
�
の
補
任
（
一
）

―
淳
和
朝
以
降
の
「
旧
例
」
―

『
源
氏
物
語
』
に
お
い
て
「
宣
旨
の
娘
」
の
果
た
し
た
役
割
と
は
い
か
な

る
も
の
か
。
ま
ず
は
彼
女
の
父
の
官
職
で
あ
る
「
宮
内
�
の
宰
相
」
か
ら
考

え
て
み
た
い
。
平
安
時
代
に
は
「
宰
相
」
の
語
は
「
参
議
」
と
い
う
特
定
の

官
の
別
称
で
あ
る
の（
４
）
で
、
お
そ
ら
く
朝
廷
公
�
の
参
議
と
し
て
故
院
、
つ
ま

り
桐
壺
帝
に
仕
え
て
い
た
こ
と
が
わ
か
る
。
こ
こ
で
問
題
と
な
る
の
が
、
彼

の
兼
官
と
な
る
「
宮
内
�
」
で
あ
る
。
周
知
の
よ
う
に
、「
宮
内
�
」
と
は

律
令
官
制
の
八
省
の
一
つ
で
あ
る
宮
内
省
の
長
官
で
あ
る（
５
）
が
、
し
か
し
な
が

ら
、
そ
の
補
任
に
関
し
て
は
未
だ
に
不
明
な
と
こ
ろ
が
多
い
。

表
一
は
嵯
峨
朝
以
降
、
後
三
条
朝
に
至
る
ま
で
、『
公
�
補
任
』『
権
記
』

等
で
確
認
で
き
た
宮
内
�
補
任
の
実
例
を
挙
げ
た
も
の
で
あ
る
。
一
�
し
て

わ
か
る
よ
う
に
、
宮
内
�
任
官
の
時
点
に
お
い
て
の
品
位
を
み
れ
ば
、
嵯
峨

朝
の
藤
原
貞
嗣
（
正
三
位
、
中
納
言
）
以
降
、
お
お
よ
そ
四
位
の
者
が
任
じ

ら
れ
る
の
で
あ
っ
た
。
と
く
に
、
歴
代
の
宮
内
�
の
出
自
に
注
目
し
た
と
こ

ろ
で
、
宮
内
�
の
任
官
は
お
お
む
ね
二
つ
の
パ
タ
ー
ン
が
挙
げ
ら
れ
る
。
一

つ
は
、「
賜
姓
源
氏
」
の
四
位
の
者
が
つ
と
め
る
べ
き
傾
向
が
見
ら
れ
る
こ

と
。
も
う
一
つ
は
、
賜
姓
源
氏
以
外
に
宮
内
�
に
補
任
で
き
る
の
が
「
致
仕

年
齢
を
越
え
た
文
章
生
」
出
身
だ
と
い
う
点
。
以
上
の
二
点
が
確
認
で
き
る

こ
と
で
あ
る
。

さ
て
、
お
お
む
ね
の
概
観
を
終
え
て
、
こ
こ
か
ら
は
具
体
的
な
補
任
の
例

を
個
々
に
見
て
い
き
た
い
。
藤
原
氏
南
家
武
智
麻
呂
の
孫
に
当
た
る
藤
原
貞

嗣
以
降
、
臣
籍
に
降
下
せ
し
め
た
「
賜
姓
源
氏
」
が
宮
内
�
に
任
じ
ら
れ
る

先
例
は
、
淳
和
朝
、
天
長
七
年
（
八
三
〇
）
に
補
任
さ
れ
た
源
弘
を
嚆
矢
と

す
る
。『
公
�
補
任
』
に
よ
れ
ば
、
源
弘
が
「
嵯
峨
天
皇
第
二
源
氏
」
と
示

さ
れ
る
よ
う（
６
）
に
、
彼
が
親
王
宣
下
さ
れ
て
い
な
い
臣
籍
に
下
し
た
賜
姓
源
氏

で
あ
る
。
源
弘
の
次
の
任
官
者
は
文
徳
朝
に
お
い
て
の
源
勤
が
見
ら
れ
る
。

源
勤
は
「
嵯
峨
天
皇
第
十
三
源
氏
。
融
同
産
弟
」
と
記
さ
れ
る
よ
う（
７
）
に
、
彼

も
賜
姓
源
氏
で
あ
っ
た
。
そ
の
次
に
補
任
さ
れ
る
源
多
は
「
仁
明
天
皇
第
一

源
氏（
８
）
」
で
あ
っ
た
。
さ
ら
に
清
和
朝
に
お
い
て
の
源
冷
は
同
じ
く
「
仁
明
天

皇
源
氏（
９
）
」
で
あ
り
、
彼
が
源
多
の
兄
弟
で
あ
っ
た
。
こ
う
し
て
、
淳
和
朝
か

ら
宮
内
�
の
任
官
の
あ
り
方
は
、
お
お
む
ね
嵯
峨
天
皇
の
賜
姓
皇
子
、
源
弘

を
範
と
し
て
賜
姓
源
氏
の
四
位
の
者
が
任
官
す
る
こ
と
を
慣
例
と
し
て
い
た

と
言
え
る
だ
ろ
う
。

と
こ
ろ
で
、
こ
こ
で
宮
内
�
補
任
が
で
き
る
者
と
し
て
の
賜
姓
源
氏
と
そ

の
時
に
在
位
す
る
天
皇
と
の
関
係
に
注
目
し
て
み
た
い
。
ま
ず
は
淳
和
朝
の
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源
弘
を
見
て
み
よ
う
。
嵯
峨
皇
統
か
ら
出
身
す
る
賜
姓
源
氏
が
嵯
峨
上
皇
の

大
家
父
長
制
の
も
と
に
、
政
界
進
出
を
果
た
し
た
も
の
で
あ
る
と
指
摘
さ
れ

て
い（
１０
）
る
よ
う
に
、
お
そ
ら
く
源
弘
は
嵯
峨
上
皇
の
庇
護
の
も
と
に
宮
内
�
に

な
っ
た
の
で
あ
ろ（
１１
）
う
が
、
こ
こ
で
注
意
す
べ
き
は
淳
和
天
皇
の
「
父
帝
（
桓

武
天
皇
）
の
孫
」
と
し
て
生
ま
れ
た
源
弘
は
淳
和
天
皇
と
は
「
叔
父
と
甥
」

の
関
係
で
あ
っ
た
と
い
う
点
で
あ
る
。
ま
た
、
次
の
源
勤
は
文
徳
天
皇
の

「
祖
父
帝
（
嵯
峨
天
皇
）
の
子
」
で
あ
り
、
天
皇
と
宮
内
�
と
は
源
弘
と
同

じ
く
「
叔
父
と
甥
」
の
関
係
で
あ
っ
た
。
そ
し
て
そ
の
次
の
源
多
は
文
徳
天

皇
の
「
父
帝
（
仁
明
天
皇
）
の
子
」
で
あ
り
、
天
皇
と
は
「
兄
弟
」
関
係
で

あ
っ
た
。
さ
ら
に
、
清
和
朝
に
補
任
さ
れ
た
源
冷
は
天
皇
の
「
祖
父
帝
（
仁

明
天
皇
）
の
子
」
で
あ
り
、
源
弘
・
源
勤
の
場
合
と
同
じ
く
「
叔
父
と
甥
」

の
関
係
で
あ
っ
た
。

で
は
次
に
、
宇
多
朝
の
源
興
基
の
補
任
を
考
え
て
み
よ
う
。
源
興
基
は
宇

多
天
皇
の
「
祖
父
帝
（
仁
明
天
皇
）
の
子
」
人
康
親
王
、
の
子
で
あ
っ
た
も

の
の
、
宮
内
�
本
来
の
任
官
方
針
、
つ
ま
り
「
賜
姓
源
氏
」
の
四
位
の
者
が

任
官
す
る
こ
と
が
望
ま
し
い
先
例
に
従
え
ば
、
お
そ
ら
く
、
人
康
親
王
が
任

�
す
る
こ
と
に
よ
り
、
親
王
子
の
源
興
基
が
「
賜
姓
源
氏
」
と
し
て
宮
内
�

に
補
任
さ
れ
る
十
分
条
件
を
具
え
た
可
能
性
が
あ
っ
た
の
だ
ろ
う
。
ち
な
み

に
、
宇
多
天
皇
の
「
祖
父
帝
（
仁
明
天
皇
）
の
孫
」
と
し
て
生
ま
れ
た
源
興

基
は
天
皇
と
は
「
従
兄
弟
」
関
係
で
あ
っ
た
。

こ
こ
ま
で
の
任
官
を
整
理
す
る
と
、
宮
内
�
補
任
が
で
き
る
の
は
、
む
ろ

ん
在
位
中
の
天
皇
の
賜
姓
皇
子
で
は
な
く
、
あ
く
ま
で
も
�
「
祖
父
帝
」
血

脈
を
受
け
継
ぐ
賜
姓
源
氏
、
つ
ま
り
天
皇
と
は
「
甥
、
或
い
は
従
兄
弟
の
関

係
」
で
あ
る
賜
姓
源
氏
、
�
「
父
帝
」
血
脈
を
受
け
継
ぐ
賜
姓
源
氏
、
つ
ま

り
天
皇
と
は
「
兄
弟
、
或
い
は
甥
関
係
」
で
あ
る
賜
姓
源
氏
に
限
ら
れ
る
こ

と
が
わ
か
る
。
こ
う
し
た
宮
内
�
の
任
官
方
針
は
、
淳
和
朝
以
来
嵯
峨
上
皇

の
意
図
す
る
賜
姓
源
氏
の
積
極
的
な
側
面
、
す
な
わ
ち
位
階
・
官
職
を
帯
し

て
天
皇
の
い
わ
ば
藩
�
と
し
て
の
勢（
１２
）
力
を
取
り
込
む
姿
勢
が
見
ら
れ
る
。
そ

の
一
方
で
、
こ
の
任
官
の
事
例
か
ら
見
ら
れ
る
よ
う
に
、
宮
内
�
補
任
に
は

現
天
皇
と
宮
内
�
と
の
間
に
「
祖
父
帝
と
父
帝
」
と
い
う
同
じ
血
筋
の
「
身

内
関
係
」
が
あ
っ
た
よ
う
に
思
わ
れ
よ
う
。

し
か
し
な
が
ら
、
源
興
基
の
後
を
受
け
て
、
宮
内
�
に
補
任
さ
れ
た
の
は

桓
武
天
皇
の
孫
に
当
た
る
十
世
王
で
あ
る
。
十
世
王
の
任
官
に
つ
い
て
、

『
西
宮
記
』「
賜
臣
下
賀
事
」
項
目
の
寛
平
三
年
（
八
九
一
）
十
二
月
六
日
条

が
興
味
を
引
く
。
そ
こ
に
は
「
有
勅
任
宮
内
�
、
十
世
王
不
覚
流
涕
、
件
王

天
皇
之
舅（
１３
）
」
と
の
一
節
が
あ
り
、
十
世
王
は
賜
姓
源
氏
で
は
な
い
も
の
の
、

彼
が
宇
多
天
皇
の
生
母
、
班
子
女
王
の
兄
弟
で
あ
り
宇
多
天
皇
の
外
舅
で
あ

る
こ
と
が
理
由
で
、
宮
内
�
に
勅
定
さ
れ
た
経
緯
が
こ
こ
か
ら
理
解
出
来
る
。

と
い
う
こ
と
は
、
彼
は
宇
多
天
皇
と
は
外
舅
関
係
で
、
本
来
賜
姓
源
氏
出
身

の
者
が
務
め
る
宮
内
�
の
任
官
対
象
と
な
っ
た
の
だ
ろ
う
。
こ
う
し
た
「
外

舅
任
官
」
は
親
政
の
姿
勢
が
高
ま
っ
た
宇
多
天
皇
に
よ
る
特
殊
な
例
の
補
任

だ
と
言
え
よ
う
。

二

歴
史
上
に
お
け
る
宮
内
�
の
補
任
（
二
）

―
醍
醐
朝
に
お
け
る
「
新
例
」
―

さ
て
、
淳
和
朝
以
来
、
十
世
王
の
よ
う
な
特
別
な
補
任
を
除
い
て
、
現
天

皇
の
「
祖
父
帝
」
と
「
父
帝
」
の
血
筋
か
ら
出
た
身
内
出
身
の
賜
姓
源
氏
の

四
位
の
者
だ
け
が
宮
内
�
任
官
で
き
る
方
針
は
遵
守
さ
れ
て
き
た
が
、
し
か

し
な
が
ら
、
こ
う
し
た
宮
内
�
任
官
の
先
例
を
破
っ
て
、
任
官
の
方
針
が
突

如
変
わ
っ
た
例
は
、
醍
醐
朝
に
お
け
る
三
善
清
行
の
任
官
に
見
ら
れ
る
。
表
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一
に
見
ら
れ
る
よ
う
に
、
延
喜
十
七
年
（
九
一

七
）
に
三
善
清
行
が
任
官
さ
れ
た
の
で
あ
る
。

で
は
ま
ず
、
三
善
清
行
の
経
歴
か
ら
見
て
み
よ

う
。
延
喜
十
四
年
（
九
一
四
）「
意
見
封
事
十

二
箇
条
」
を
呈
上
し
た
文
章
博
士
の
三
善
清
行

に
つ
い
て
、『
公
�
補
任
』
の
記
載
を
参
照
す

る
と
、
彼
が
貞
観
十
五
年
（
八
七
三
）
の
春
に

文
章
生
に
補
せ
ら
れ
た
こ
と
が
わ
か（
１４
）
る
。
さ
ら

に
三
善
清
行
の
任
�
年
齢
に
注
目
し
て
み
れ
ば
、

歴
代
の
宮
内
�
に
任
官
で
き
た
賜
姓
源
氏
た
ち

が
殆
ど
壮
齢
で
の
任
�
で
あ
る
の
に
対
し
て
、

彼
が
七
十
四
歳
に
し
て
任
官
さ
れ
た
こ
と
が
わ

か
る
。
つ
ま
り
、
通
常
の
致
仕
年（
１５
）
齢
を
越
え
た

文
章
生
出
身
の
彼
が
、
本
来
皇
統
出
身
の
賜
姓

源
氏
が
務
め
る
筈
の
宮
内
�
の
任
官
対
象
と

な
っ
て
い
た
の
で
あ
る
。
醍
醐
朝
に
お
い
て
の

三
善
清
行
の
宮
内
�
任
官
が
、
こ
れ
ま
で
の
補

任
と
大
き
く
異
な
る
の
は
、
�
「
祖
父
帝
」
血

脈
か
ら
出
た
賜
姓
源
氏
、
つ
ま
り
醍
醐
天
皇
の

「
祖
父
帝
」、
光
孝
天
皇
の
血
脈
を
受
け
継
ぐ
賜

姓
源
氏
た
ち
、
�
「
父
帝
」
血
脈
か
ら
出
た
賜

姓
源
氏
、
つ
ま
り
醍
醐
天
皇
と
同
じ
血
脈
を
持

つ
賜
姓
源
氏
た
ち
を
全
て
押
し
の
け
る
形
で
、

非
皇
族
出
身
の
者
が
始
め
て
宮
内
�
に
補
任
さ

れ
た
と
い
う
点
で
あ
る
。
そ
も
そ
も
淳
和
朝
以

表
一

歴
代
宮
内
�
補
任
一
覧

※
表
の
作
成
に
あ
た
っ
て
は
、
特
に
注
記
が
な
い
場
合
、『
公
�
補
任
』（
新
訂
増
補
国
史
大
系
本
）
を
参
照
し
た
。

※
『
紀
略
』：『
日
本
紀
略
』（
新
訂
増
補
国
史
大
系
本
）、『
権
記
』（
増
補
史
料
大
成
本
）、『
扶
桑
』：『
扶
桑
略
記
』

歴
代

宮
内
�

就
停
任
年
月
日

出
自

任
�
本
官

年
齢
・
系
譜

嵯
峨

藤
原
貞
嗣

弘
仁
十
二
年
正
月
十
一
日
兼

弘
仁
十
五
年
正
月
四
日
薨

藤
原
南
家

中
納
言

正
三
位

６３
歳
任
６６
歳
薨

武
智
麻
呂
孫

淳
和

仁
明

源
弘

天
長
七
年
八
月
五
日
任

承
和
二
年
五
月
二
十
日
遷

賜
姓
源
氏

非
公
�

従
四
位
上

１９
歳
任
２４
歳
遷

嵯
峨
天
皇
皇
子

文
徳

源
勤

天
安
二
年
正
月
五
日
任

賜
姓
源
氏

非
公
�

従
四
位
上

３５
歳
任

嵯
峨
天
皇
皇
子

文
徳

源
多

仁
寿
二
年
二
月
任

斉
衡
四
年
六
月
止
�

賜
姓
源
氏

非
公
�

従
四
位
上

２４
歳
任
２９
歳
止

仁
明
天
皇
皇
子

清
和

陽
成

光
孝

源
冷

貞
観
十
五
年
正
月
十
三
日
任

仁
和
三
年
停
�

賜
姓
源
氏

非
公
�

正
四
位
下

４１
歳
任
５４
歳
停

仁
明
天
皇
皇
子

宇
多

源
興
基

寛
平
三
年
四
月
十
一
日
兼

同
年
九
月
十
日
卒（『
紀
略
』）

賜
姓
源
氏

参
議

正
四
位
下

３８
歳
任
３８
歳
卒

仁
明
天
皇
皇
孫

宇
多

醍
醐

十
世
王

寛
平
三
年
十
二
月
六
日
任

延
喜
十
六
年
七
月
二
日
薨

宇
多
帝
舅

非
公
�

従
四
位
上

５８
歳
任
８３
歳
薨

桓
武
天
皇
皇
孫

醍
醐

三
善
清
行

延
喜
十
七
年
五
月
二
十
日
兼

延
喜
十
八
年
十
二
月
六
日
薨

文
章
生

参
議

従
四
位
上

７４
歳
任
７５
歳
薨

貞
観
十
五
年
文
章
生

醍
醐

橘
良
殖

延
喜
十
九
年
六
月
三
日
兼

延
喜
二
〇
年
二
月
二
八
日
卒

参
議

従
四
位
上

５６
歳
任
５７
歳
卒

醍
醐

源
悦

延
喜
二
〇
年
九
月
二
二
日
兼

延
喜
二
一
年
正
月
止
�

賜
姓
源
氏

参
議

従
四
位
上

５７
歳
任
５８
歳
止

源
弘
子
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来
の
「
賜
姓
源
氏
」
任
官
の
先
例
を
無
視
し
、

三
善
清
行
が
任
官
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
理

由
は
ど
こ
に
あ
る
の
だ
ろ
う
。
こ
の
理
由
を
考

え
る
た
め
に
、
ま
ず
は
醍
醐
天
皇
の
祖
父
帝
、

光
孝
天
皇
と
父
帝
の
宇
多
天
皇
の
代
か
ら
考
え

て
み
よ
う
。

醍
醐
天
皇
の
祖
父
、
光
孝
天
皇
か
ら
出
た
賜

姓
源
氏
は
、
大
半
、
光
孝
天
皇
が
践
祚
す
る
前

後
に
薨
じ
た
の
で
あ（
１６
）
る
。
ま
た
『
尊
卑
分
脈
』

に
よ
れ
ば
、
醍
醐
天
皇
の
父
帝
、
宇
多
天
皇
は

そ
の
皇
子
た
ち
が
全
員
親
王
宣
下
さ
れ
て
い
た

の
で
あ
る
。
そ
う
す
る
と
、
延
喜
十
七
年
（
九

一
七
）
の
醍
醐
天
皇
に
と
っ
て
「
祖
父
帝
（
光

孝
天
皇
）」
血
脈
を
継
承
す
る
者
の
な
か
で
、

ふ
さ
わ
し
い
賜
姓
源
氏
が
見
つ
か
ら
な
い
一
方
、

「
父
帝
（
宇
多
天
皇
）」
の
皇
子
、
つ
ま
り
醍
醐

天
皇
の
兄
弟
は
殆
ど
親
王
の
地
位
に
い
る
わ
け

で
あ
る
の
で
、
延
喜
十
六
年
（
九
一
六
）
七
月

に
十
世
王
が
薨
じ
た
後
に
、
宮
内
�
と
し
て
十

分
条
件
を
具
え
る
賜
姓
源
氏
が
い
な
い
事
情
が

浮
か
び
上
が
っ
て
く
る
の
で
あ
ろ
う
。
こ
う
し

た
事
情
を
踏
ま
え
た
上
で
考
え
れ
ば
、
醍
醐
天

皇
に
と
っ
て
は
、
賜
姓
源
氏
を
求
め
よ
う
と
す

る
と
き
、
文
徳
源
氏
・
清
和
源
氏
・
陽
成
源
氏

た
ち
の
中
か
ら
し
か
取
る
方
法
が
残
っ
て
い
な

朱
雀

藤
原
兼
平

承
平
五
年
七
月
二
八
日
従
三
位

宮
内
�
藤
原
兼
平
薨（『
紀
略
』）

朱
雀
帝
舅

非
公
�

従
三
位

年
齢
未
詳

朱
雀

紀
淑
光

天
慶
二
年
八
月
兼

同
年
九
月
十
一
月
薨

文
章
生

参
議

従
三
位

７１
歳
任
７１
歳
薨

昌
泰
元
年
春
文
章
生

村
上

藤
原
元
名

天
徳
四
年
九
月
二
一
日
兼

康
保
元
年
二
月
二
三
日
去
�

文
章
生

参
議

従
四
位

７６
歳
任
８０
歳
卒

村
上

冷
泉

源
重
光

康
保
元
年
七
月
二
九
日
兼

安
和
元
年
十
月
二
三
日
去
�

賜
姓
源
氏

参
議

従
四
位
上

４２
歳
任
４６
歳
止

醍
醐
天
皇
皇
孫

冷
泉

円
融

藤
原
兼
通

安
和
二
年
閏
五
月
二
一
日
兼

天
禄
三
年
十
一
月
二
七
関
白

冷
泉
帝
舅

参
議

正
四
位
下

４５
歳
任
４８
歳
止

円
融

藤
原
守
義

天
延
元
年
三
月
二
〇
日
任

天
延
二
年
二
月
四
日
卒

文
章
生

参
議

従
四
位
上

７８
歳
任
７９
歳
卒

延
長
二
二
年
文
章
生

円
融

高
階
良
臣

天
元
三
年
七
月
五
日
宮
内
�

従
四
位
下
高
階
真
人
良
臣
卒

去（『
扶
桑
』）

文
章
生

非
公
�

従
四
位
下

年
齢
未
詳

一
条

源
尊
光

長
保
四
年
以
前
任
�

長
保
四
年
三
月
十
三
日
昨

宮
内
�
出
家（『
権
記
』）

賜
姓
源
氏

非
公
�

従
四
位
下

年
齢
未
詳

醍
醐
天
皇
皇
孫

一
条

三
条

後
一
条

源
道
方

長
保
四
年
九
月
二
四
日
任（『
権

記
』）

長
元
八
年
十
月
十
六
日
遷

賜
姓
源
氏

非
公
�

従
四
位
上

３５
歳
任
６８
歳
遷
民
部

�宇
多
天
皇
皇
孫
子

後
朱
雀

後
冷
泉

後
三
条

源
経
長

長
久
三
年
十
月
二
七
日
兼

延
久
元
年
七
月
三
日
遷

賜
姓
源
氏

非
公
�

正
四
位
下

３８
歳
任
６５
歳
遷
皇
后

宮
大
夫

源
道
方
子
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い
の
で
あ
る
。
だ
が
、
こ
こ
で
注
目
す
べ
き
は
延
喜
十
七
年
（
九
一
七
）
五

月
の
宮
内
�
補
任
は
、
文
徳
源
氏
・
清
和
源
氏
・
陽
成
源
氏
が
存
在
し
て
い

る
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
こ
の
皇
統
か
ら
出
た
賜
姓
源
氏
は
一
切
採
用
し
な
い

方
針
を
取
っ
た
こ
と
が
わ
か
る
。
周
知
の
よ
う
に
、
元
慶
八
年
（
八
八
四
）

陽
成
天
皇
が
廃
位
に
追
い
込
ま
れ
た
後
に
、
藤
原
基
経
の
擁
立
で
大
叔
父
に

当
た
る
光
孝
天
皇
が
即
位
し
た
が
、
三
年
後
に
は
そ
の
子
の
源
定
省
、
一
世

源
氏
出
身
の
皇
子
の
異
例
な
即
位
に
よ
り
、
文
徳
・
清
和
・
陽
成
皇
統
が
遂

に
断
絶
し
、
光
孝
か
ら
新
た
な
皇
統
が
誕
生
し
た
の
で
あ（
１７
）
る
。
だ
が
、
延
喜

十
七
年
の
宮
内
�
補
任
を
み
れ
ば
、
旧
文
徳
皇
統
か
ら
出
た
賜
姓
源
氏
は
一

切
採
用
し
な
い
方
針
を
取
っ
た
こ
と
が
明
白
で
あ
り
、
こ
れ
は
、
文
徳
系
皇

統
と
光
孝
系
皇
統
の
交
替
に
よ
っ
て
、
新
た
に
発
足
し
た
ば
か
り
の
新
皇
統

は
宮
内
�
補
任
を
旧
皇
統
の
賜
姓
源
氏
か
ら
求
め
る
よ
り
、
む
し
ろ
文
章
生

出
身
の
者
を
「
新
例
」
と
し
て
据
え
た
の
だ
と
考
え
る
方
が
自
然
で
あ
ろ
う
。

三
善
清
行
の
後
、
引
き
続
き
他
姓
の
橘
良
殖
、
そ
し
て
嵯
峨
天
皇
の
孫
に
当

た
る
二
世
源
氏
の
源
悦
が
任
官
さ
れ
た
の
で
あ
る
。
源
悦
の
後
に
は
朱
雀
天

皇
の
生
母
、
穏
子
の
兄
弟
で
あ
る
藤
原
兼
平
の
任
官
が
見
ら
れ
る
。
こ
の
よ

う
に
先
例
を
破
っ
た
三
善
清
行
の
補
任
を
皮
切
り
に
、
延
喜
年
間
か
ら
宮
内

�
の
任
官
方
針
が
変
り
、
旧
皇
統
の
血
脈
か
ら
出
た
賜
姓
源
氏
が
殆
ど
補
任

の
対
象
と
な
ら
ず
に
、
そ
の
代
わ
り
と
し
て
、
文
章
生
・
他
姓
の
者
な
ど
を

起
用
し
た
り
、
十
世
王
の
よ
う
に
外
舅
任
官
例
を
踏
ま
え
た
り
す
る
任
官
方

法
を
模
索
し
て
い
る
有
り
様
が
浮
か
び
上
が
っ
て
き
た
の
で
あ
る
。

こ
う
し
て
、
文
章
生
出
身
の
宮
内
�
補
任
は
三
善
清
行
を
初
例
と
し
て
、

そ
れ
以
降
朱
雀
朝
の
紀
淑
光
、
村
上
朝
の
藤
原
元
名
、
円
融
朝
の
藤
原
守
義
、

高
階
良
臣
が
続
い
て
い
る
。『
公
�
補
任
』『
尊
卑
分
脈
』
に
よ
れ（
１８
）
ば
、
五
人

が
い
ず
れ
も
紀
伝
道
の
文
章
生
出
身
で
あ
る
こ
と
が
わ
か
る
。
さ
ら
に
、
こ

の
五
人
の
宮
内
�
任
官
の
年
齢
を
み
る
と
、
年
齢
未
詳
の
高
階
良
臣
を
除
け

ば
、
三
善
清
行
、
紀
淑
光
、
藤
原
元
名
、
藤
原
守
義
、
全
員
が
致
仕
年
齢
を

越
え
た
短
期
就
任
を
し
て
い
た
こ
と
が
窺
わ
れ
る
。
こ
れ
ら
の
記
述
か
ら
、

三
善
清
行
の
例
を
踏
ま
え
て
、
宮
内
�
の
任
官
の
あ
り
方
は
賜
姓
源
氏
に
限

ら
れ
た
先
例
か
ら
、
文
章
生
出
身
の
文
人
を
起
用
す
る
「
新
例
」
が
樹
立
さ

れ
る
よ
う
に
見
え
る
。
こ
の
よ
う
に
、
醍
醐
朝
か
ら
は
こ
れ
ま
で
と
は
異
な

る
独
自
の
宮
内
�
任
官
の
方
針
を
打
ち
出
し
た
こ
と
が
明
白
で
あ
る
と
い
え

よ
う
。

と
こ
ろ
で
、
表
一
か
ら
理
解
さ
れ
る
よ
う
に
、
文
章
生
出
身
の
文
人
を
任

じ
る
「
新
例
」
が
定
着
す
る
か
の
よ
う
に
思
わ
れ
た
、
康
保
元
年
（
九
六

四
）
七
月
二
十
九
日
に
、
従
四
位
上
参
議
、
代
明
親
王
子
の
源
重
光
が
宮
内

�
に
任
じ
ら
れ
て
い
る
と
い
う
事
実
が
あ
る
。
醍
醐
天
皇
の
孫
と
し
て
生
ま

れ
た
源
重
光
は
、
村
上
天
皇
と
は
「
伯
父
と
甥
」
の
関
係
で
�
が
っ
た
賜
姓

源
氏
で
あ
る
。
ア
、
現
天
皇
の
「
父
帝
」
血
脈
か
ら
出
た
賜
姓
源
氏
、
イ
、

品
位
四
位
以
上
、
ウ
、
致
仕
年
齢
で
は
な
い
壮
齢
の
補
任
、
な
ど
の
点
か
ら

見
れ
ば
、
源
重
光
の
宮
内
�
補
任
は
淳
和
朝
以
来
の
任
官
方
針
を
復
活
し
た

も
の
の
よ
う
で
あ
る
。
源
重
光
に
つ
い
て
、『
村
上
天
皇
御
記
』
の
記
文
を

参
照
に
す
る
と
、
天
徳
四
年
（
九
六
〇
）
九
月
内
裏
焼
亡
す
る
と
き
に
、
彼

が
王
権
の
象
徴
で
あ
る
神
器
、
剣
・
璽
の
筥
を
持
っ
て
村
上
天
皇
に
忠
節
を

果
た
し
た
と
す
る
一
節
が
あ（
１９
）
る
。
お
そ
ら
く
、
村
上
朝
に
お
い
て
の
王
権
象

徴
を
守
護
し
た
彼
が
賜
姓
源
氏
と
し
て
宮
内
�
補
任
に
ふ
さ
わ
し
い
人
物
で

は
な
い
か
と
考
え
た
村
上
天
皇
が
、
改
め
て
か
つ
て
の
宮
内
�
補
任
の
方
針

を
回
復
し
た
の
で
は
な
い
か
と
考
え
ら
れ
る
。
そ
れ
に
よ
っ
て
、「
祖
父
帝

と
父
帝
」
の
血
脈
か
ら
の
出
身
で
あ
る
賜
姓
源
氏
が
再
び
宮
内
�
の
官
職
に

戻
る
こ
と
が
で
き
た
の
で
あ
る
が
、
そ
れ
は
宮
内
�
補
任
は
淳
和
朝
以
来
、
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何
よ
り
も
血
筋
を
重
視
す
る
と
い
う
方
針
が
回
帰
し
た
と
い
う
背
景
を
持
っ

て
い
た
と
思
わ
れ
る
。
だ
が
、
安
和
元
年
（
九
六
八
）
十
月
、
源
重
光
が
宮

内
�
を
去
っ
た
後
、
次
に
宮
内
�
の
補
任
を
果
た
し
た
の
は
、
賜
姓
源
氏
で

は
な
く
、
文
章
生
出
身
の
長
者
で
は
な
い
藤
原
兼
通
で
あ
る
。
こ
の
任
官
に

つ
い
て
は
、
十
世
王
と
藤
原
兼
平
の
例
を
想
起
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
十
世

王
と
兼
平
の
姉
妹
に
当
た
る
班
子
女
王
・
穏
子
は
宇
多
天
皇
・
朱
雀
天
皇
の

生
母
で
あ
る
た
め
に
外
舅
の
十
世
王
・
兼
平
が
宮
内
�
に
任
じ
ら
れ
た
の
で

あ
る
。
お
そ
ら
く
、
兼
通
は
冷
泉
帝
の
生
母
、
安
子
と
は
兄
弟
関
係
で
あ
る

の
で
、
い
わ
ゆ
る
「
外
舅
任
官
」
で
宮
内
�
補
任
を
果
た
し
た
の
で
は
な
い

か
と
推
測
さ
れ
る
。
こ
れ
は
初
例
の
十
世
王
の
例
を
踏
ま
え
た
、
特
殊
で
例

外
的
な
理
由
で
の
補
任
で
あ
る
と
い
え
よ
う
。

三
、
歴
史
上
に
お
け
る
宮
内
�
の
補
任
（
三
）

―
一
条
朝
に
お
け
る
「
新
方
針
」
―

と
こ
ろ
で
、
賜
姓
源
氏
と
し
て
の
宮
内
�
補
任
は
村
上
朝
の
源
重
光
以
来
、

再
び
一
条
朝
に
復
活
し
た
か
の
よ
う
に
み
え
る
。
任
�
年
月
日
は
詳
ら
か
で

は
な
い
が
、『
権
記
』
に
よ
れ
ば
長
保
年
間
に
醍
醐
天
皇
の
孫
に
当
た
る
源

尊
光
が
宮
内
�
で
あ
っ
た
こ
と
が
確
か
め
ら
れ（
２０
）
る
。『
権
記
』
の
記
載
に
源

尊
光
の
出
自
は
次
の
よ
う
に
記
さ
れ
て
い
る
。
そ
こ
に
は
「
故
弾
正
尹
章
明

親
王
第
二
男
、
母
清
慎
公
長
男
右
近
少
将
敦
敏
女
也
」
と
あ（
２１
）
る
。
源
尊
光
の

父
、
章
明
親
王
は
醍
醐
天
皇
の
皇
子
で
あ
り
、
母
は
小
野
宮
流
敦
敏
の
女
で

あ
っ
た
。
源
尊
光
は
一
条
天
皇
に
と
っ
て
、
天
皇
の
曾
祖
父
（
醍
醐
天
皇
）

の
孫
に
当
た
る
の
だ
が
、
村
上
朝
の
宮
内
�
源
重
光
と
同
じ
く
、
彼
も
醍
醐

天
皇
の
血
脈
を
受
け
継
ぐ
醍
醐
源
氏
で
あ
っ
た
。

さ
て
、
源
尊
光
の
補
任
に
よ
っ
て
、
賜
姓
源
氏
が
再
び
宮
内
�
任
官
に

戻
っ
た
よ
う
に
見
え
た
が
、
こ
こ
で
注
意
す
べ
き
は
、
彼
の
出
自
の
問
題
で

あ
る
。
こ
こ
ま
で
見
て
き
た
よ
う
に
、
淳
和
朝
以
来
の
宮
内
�
補
任
の
「
旧

例
」
は
、
ア
、「
祖
父
帝
」「
父
帝
」
血
脈
か
ら
出
た
賜
姓
源
氏
、
イ
、
品
位

四
位
以
上
、
ウ
、
致
仕
年
齢
で
は
な
い
壮
齢
の
補
任
、
な
ど
の
点
が
確
認
で

き
た
。
だ
が
、
源
尊
光
は
一
条
天
皇
の
「
祖
父
帝
（
村
上
天
皇
）」
や
「
父

帝
（
円
融
天
皇
）」
血
脈
か
ら
出
た
賜
姓
源
氏
で
は
な
く
、
彼
は
天
皇
の
曾

祖
父
帝
で
あ
る
醍
醐
天
皇
の
血
脈
を
濃
く
受
け
継
ぐ
醍
醐
源
氏
で
あ
っ
た
。

さ
ら
に
、
ま
た
長
保
四
年
（
一
〇
〇
二
）
三
月
に
源
尊
光
が
出
家
し
た
あ
と

に
、
同
年
九
月
に
源
道
方
が
宮
内
�
に
補
任
さ
れ
て
い
る
。
源
道
方
の
出
自

を
い
え
ば
、
彼
が
一
条
天
皇
の
曾
々
祖
父
で
あ
る
宇
多
天
皇
、
の
皇
子
敦
実

親
王
の
男
源
重
信
の
子
で
あ
る
。
そ
の
点
か
ら
考
え
れ
ば
、
一
条
朝
に
お
け

る
宮
内
�
補
任
は
血
筋
を
重
視
す
る
と
い
う
淳
和
朝
以
来
の
宮
内
�
任
官
の

方
針
に
適
っ
て
い
た
の
で
あ
ろ
う
と
思
わ
れ
る
。
し
か
し
な
が
ら
、
任
官
の

側
面
を
見
れ
ば
、
淳
和
朝
以
来
の
「
旧
例
」
と
は
違
っ
て
、
現
天
皇
（
一
条

天
皇
）
の
「
父
帝
（
円
融
天
皇
）」「
祖
父
帝
（
村
上
天
皇
）」
血
脈
を
受
け

継
ぐ
賜
姓
源
氏
が
宮
内
�
補
任
か
ら
排
除
さ
れ
た
の
で
あ
る
。

一
条
天
皇
の
父
帝
、
円
融
天
皇
に
は
賜
姓
皇
子
は
な
か
っ
た
の
で
、「
旧

例
」
に
従
え
ば
、
祖
父
帝
の
村
上
血
脈
か
ら
出
た
賜
姓
源
氏
を
宮
内
�
に
据

え
た
は
ず
で
あ
っ
た
。
だ
が
、
一
条
朝
の
宮
内
�
補
任
は
冷
泉
皇
統
（
冷

泉
・
花
山
・
三
条
）
の
賜
姓
皇
子
を
排
除
し
、「
醍
醐
源
氏
」
と
「
宇
多
源

氏
」
と
の
結
び
つ
き
が
強
調
さ
れ
て
い
た
よ
う
に
見
え
る
。
そ
の
理
由
と
し

て
想
定
し
う
る
こ
と
は
、
村
上
朝
以
降
に
お
け
る
冷
泉
系
皇
統
と
円
融
系
皇

統
の
両
統
迭
立
問
題
が
考
え
ら
れ
よ
う
。
こ
れ
は
、
醍
醐
朝
に
お
け
る
宮
内

�
補
任
の
と
き
、「
旧
皇
統
」（
文
徳
系
皇
統
）
の
賜
姓
源
氏
を
排
除
す
る
姿

勢
と
共
通
し
て
い
る
と
思
わ
れ
る
の
だ
が
、
そ
の
一
方
、
一
条
朝
の
宮
内
�
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任
官
方
針
は
醍
醐
朝
の
よ
う
に
、
致
仕
年
齢
の
文
章
生
を
補
任
す
る
と
い
う

も
の
で
は
な
か
っ
た
。
一
条
朝
に
お
け
る
宮
内
�
補
任
の
新
方
法
は
、「
曾

祖
父
帝
」
か
ら
出
た
醍
醐
源
氏
の
源
尊
光
、「
曾
々
祖
父
帝
」
か
ら
出
た
宇

多
源
氏
の
源
道
方
の
双
方
を
介
し
て
、「
宇
多
―
―
醍
醐
」
血
脈
か
ら
一
条

血
脈
へ
と
�
げ
る
こ
と
で
、
一
条
皇
統
の
継
承
系
譜
の
由
来
で
あ
る
と
位
置

づ
け
る
た
め
の
も
の
で
あ
っ
た
。
そ
の
方
法
は
、
賜
姓
源
氏
を
血
脈
重
視
の

役
職
で
あ
る
宮
内
�
に
据
え
置
く
こ
と
で
、
両
統
迭
立
の
な
か
で
一
条
皇
統

の
直
系
継
承
を
よ
り
は
っ
き
り
さ
せ
る
た
め
の
も
の
で
あ
っ
た
と
言
え
る
。

「
宇
多
―
―
醍
醐
」
の
血
脈
を
継
承
す
る
宇
多
源
氏
と
醍
醐
源
氏
を
抜
�
す

る
こ
と
に
よ
っ
て
、「
宇
多
―
―
醍
醐
―
―
村
上
―
―
円
融
―
―
一
条
」
と

い
う
直
系
継
承
の
系
譜
を
作
り
出
し
て
い
る
の
で
あ
る
。
こ
れ
を
裏
付
け
る

よ
う
に
、
の
ち
の
一
条
朝
以
降
の
宮
内
�
補
任
は
直
系
継
承
に
よ
る
一
条
皇

統
の
由
来
と
し
て
位
置
づ
け
ら
れ
た
宇
多
・
醍
醐
天
皇
の
血
脈
を
色
濃
く
継

承
す
る
宇
多
源
氏
・
醍
醐
源
氏
が
据
え
ら
れ（
２２
）
た
こ
と
が
、
い
ず
れ
も
確
か
め

ら
れ
る
。

こ
こ
ま
で
、
宇
多
朝
か
ら
一
条
朝
ま
で
の
宮
内
�
の
任
官
を
検
討
し
て
き

た
の
だ
が
、
こ
の
検
討
に
よ
っ
て
、
醍
醐
・
朱
雀
・
村
上
・
冷
泉
・
円
融
朝

に
お
い
て
の
宮
内
�
補
任
は
、
特
殊
な
例
外
的
理
由
を
除
く
と
、
主
に
致
仕

年
齢
を
越
え
た
文
章
生
出
身
の
文
人
を
据
え
て
い
る
こ
と
が
わ
か
っ
た
。
こ

う
し
て
見
て
く
る
と
、
宮
内
�
の
賜
姓
源
氏
任
官
は
淳
和
朝
の
嵯
峨
第
二
皇

子
、
源
弘
を
始
め
と
し
て
宇
多
朝
ま
で
定
着
し
て
お
り
、
源
弘
は
嵯
峨
皇
統

を
固
守
す
る
役
割
を
果
た
し
た
よ
う
に
思
わ
れ（
２３
）
る
。
そ
の
後
、「
祖
父
帝
」

「
父
帝
」
の
血
筋
を
受
け
継
ぐ
賜
姓
源
氏
を
宮
内
�
と
し
て
据
え
る
こ
と
が

慣
例
と
な
り
、
宮
内
�
補
任
は
祖
父
帝
や
父
帝
の
血
筋
を
受
け
継
ぐ
同
皇
統

内
に
生
き
る
賜
姓
源
氏
た
ち
と
の
良
好
な
関
係
を
示
す
重
要
な
意
義
を
持
っ

て
い
た
と
思
わ
れ
る
。
一
方
、
光
孝
帝
の
即
位
に
よ
っ
て
、
予
期
せ
ぬ
皇
統

の
交
替
が
行
わ
れ
た
の
だ
が
、
醍
醐
朝
に
お
い
て
は
、「
祖
父
帝
」「
父
帝
」

血
脈
か
ら
の
賜
姓
源
氏
が
不
在
と
な
り
、
か
つ
旧
皇
統
（
文
徳
・
清
和
・
陽

成
）
か
ら
出
自
し
た
賜
姓
源
氏
を
意
図
的
に
疎
外
す
る
た
め
に
、
新
た
な
宮

内
�
補
任
の
先
例
を
作
っ
て
お
く
必
要
が
あ
っ
た
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
も
と

も
と
「
祖
父
帝
」「
父
帝
」
血
脈
か
ら
出
た
賜
姓
源
氏
を
立
て
る
と
い
う
任

官
方
針
だ
っ
た
の
だ
が
、
こ
こ
で
一
時
の
権
宜
策
と
し
て
致
仕
年
齢
を
越
え

た
文
章
生
出
身
の
文
人
を
据
え
る
よ
う
に
な
っ
た
の
で
あ
る
。
こ
う
し
て
、

同
血
脈
か
ら
出
身
す
る
賜
姓
源
氏
の
欠
如
と
新
旧
皇
統
の
交
替
を
背
景
に
、

醍
醐
朝
を
境
に
し
て
宮
内
�
補
任
の
方
針
も
大
き
く
変
わ
っ
た
の
で
あ
る
。

醍
醐
朝
以
降
は
新
方
針
を
取
り
入
れ
つ
つ
あ
っ
た
が
、
新
皇
統
の
地
盤
が
確

立
で
き
た
村
上
朝
か
ら
は
、
本
来
の
任
官
方
針
に
回
帰
し
て
、
賜
姓
源
氏
と

し
て
の
宮
内
�
補
任
が
復
活
し
始
め
た
の
で
あ
る
。
さ
ら
に
一
条
朝
か
ら
、

醍
醐
源
氏
の
源
尊
光
、
宇
多
源
氏
の
源
道
方
が
任
じ
ら
れ
た
の
だ
が
、
源
弘

は
嵯
峨
源
氏
と
し
て
「
桓
武
―
―
嵯
峨
」
皇
統
を
固
守
し
た
こ
と
か
ら
わ
か

る
よ
う
に
、
一
条
朝
に
お
い
て
の
宇
多
源
氏
・
醍
醐
源
氏
の
補
任
は
、
両
統

迭
立
の
な
か
で
一
条
皇
統
の
直
系
継
承
と
し
て
崇
め
ら
れ
る
「
宇
多
―
―
醍

醐
」
血
脈
を
固
守
す
る
役
割
を
果
た
し
て
い
く
た
め
の
も
の
で
、
そ
の
た
め

本
来
、
賜
姓
源
氏
が
継
承
す
べ
き
宮
内
�
に
宇
多
源
氏
・
醍
醐
源
氏
が
据
え

置
か
れ
て
き
た
と
考
え
ら
れ
る
。

四
、『
源
氏
物
語
』
に
お
け
る

「
宮
内
�
」
の
系
譜
と
準
拠

こ
こ
で
、『
源
氏
物
語
』
の
、
宮
内
�
の
娘
と
し
て
生
ま
れ
た
「
宣
旨
の

娘
」
の
は
た
し
た
役
割
の
問
題
に
立
ち
戻
る
前
に
、『
源
氏
物
語
』
に
お
い
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て
彼
女
の
系
譜
に
言
及
さ
れ
た
部
分
を
再
確
認
し
て
み
よ
う
。「
澪
標
」
巻

に
は
、「
故
院
に
さ
ぶ
ら
ひ
し
宣
旨
の
む
す
め
、
宮
内
�
の
宰
相
に
て
亡
く

な
り
に
し
人
の
子
な
り
し
を
、
母
な
ど
も
亡
せ
て
、
か
す
か
な
る
世
に
経
け

る
が
、
は
か
な
き
さ
ま
に
て
子
産
み
た
り
」（「
澪
標
」
�
二
七
七
頁
）
と
あ

る
よ
う
に
、「
宣
旨
の
娘
」
の
両
親
は
、
故
院
つ
ま
り
桐
壺
帝
に
仕
え
た
宣

旨
と
宮
内
�
と
呼
ば
れ
る
者
で
あ
る
。
前
節
ま
で
確
認
し
た
よ
う
に
、
歴
史

上
に
お
け
る
宮
内
�
補
任
に
つ
い
て
は
、
三
つ
の
方
針
が
考
え
ら
れ
る
。
ま

ず
、
淳
和
朝
以
来
、「
父
帝
」「
祖
父
帝
」
血
脈
か
ら
出
た
賜
姓
源
氏
が
補
任

さ
れ
た
と
い
う
「
旧
例
」
が
あ
る
。
そ
し
て
、
醍
醐
朝
か
ら
異
な
る
皇
統
出

身
の
皇
子
を
排
斥
す
る
た
め
に
捉
え
た
「
新
例
」
で
あ
る
文
人
出
身
の
短
期

補
任
が
あ
る
。
さ
ら
に
、
一
条
朝
に
お
い
て
両
統
迭
立
の
な
か
で
一
条
皇
統

の
直
系
継
承
と
し
て
崇
め
ら
れ
る
「
宇
多
―
―
醍
醐
」
血
脈
か
ら
出
た
賜
姓

源
氏
が
据
え
ら
れ
る
「
新
方
針
」
が
あ
る
。
こ
の
三
つ
か
ら
考
え
る
と
、
物

語
中
の
桐
壺
帝
に
仕
え
た
宮
内
�
と
い
う
人
物
の
出
身
を
考
え
よ
う
と
す
る

時
、
一
、
桐
壺
帝
の
「
父
帝
」「
祖
父
帝
」
血
脈
か
ら
出
身
し
た
賜
姓
源
氏
、

二
、
致
仕
年
齢
を
越
え
た
文
章
生
出
身
の
文
人
、
三
、
桐
壺
皇
統
の
「
直
系

継
承
」
と
し
て
崇
め
ら
れ
る
帝
の
血
脈
を
継
承
す
る
賜
姓
源
氏
、
そ
の
い
ず

れ
か
で
あ
る
可
能
性
が
浮
か
び
上
が
っ
て
く
る
の
で
あ
る
。

ま
ず
は
、
賜
姓
源
氏
か
あ
る
い
は
文
章
生
出
身
か
そ
の
ど
ち
ら
で
あ
る
の

か
と
い
う
問
題
に
回
答
を
与
え
よ
う
と
す
る
と
き
、
見
逃
せ
な
い
描
写
が
以

下
の
一
節
に
み
ら
れ
る
。
光
源
氏
が
隠
れ
て
彼
女
の
屋
敷
に
出
掛
け
よ
う
と

し
た
様
子
の
描
写
に
、「
家
の
さ
ま
も
言
ひ
知
ら
ず
荒
れ
ま
ど
ひ
て
、
さ
す

が
に
大
き
な
る
所
の
、
木
立
な
ど
う
と
ま
し
げ
に
」（「
澪
標
」
�
二
七
八

頁
）
と
あ
る
。
こ
こ
か
ら
、「
宣
旨
の
娘
」
と
い
う
女
性
は
か
な
り
大
き
な

邸
宅
を
伝
領
し
て
い
た
こ
と
が
わ
か
る
。
た
と
え
ば
、「
少
女
」
巻
に
お
い

て
夕
霧
が
大
学
に
入
学
さ
せ
て
字
を
つ
け
る
儀
式
を
描
く
と
き
に
、「
博
士

ど
も
も
な
か
な
か
臆
し
ぬ
べ
し
。（
中
略
）
家
よ
り
外
に
も
と
め
た
る
装
束

ど
も
の
、
う
ち
あ
は
ず
か
た
く
な
し
き
姿
な
ど
を
も
恥
な
く
、」（「
少
女
」

�
一
八
頁
）
と
あ
る
よ
う
に
、
当
時
の
紀
伝
道
文
人
の
貧
困
さ
が
書
か
れ
て

い
る
。
す
る
と
、「
さ
す
が
に
大
き
な
る
所
」
に
住
ん
で
い
る
彼
女
の
父
の

出
自
を
考
え
る
と
き
は
、
文
人
出
身
で
あ
る
可
能
性
が
低
い
と
推
測
さ
れ
る

一
方
、
高
貴
な
出
身
で
あ
る
と
考
え
る
の
が
自
然
で
あ
ろ
う
。
も
し
「
宣
旨

の
娘
」
の
父
、
宮
内
�
が
高
貴
な
出
自
で
あ
る
な
ら
ば
、
そ
れ
は
、
前
項
ま

で
に
見
た
よ
う
に
、
四
位
の
賜
姓
源
氏
が
宮
内
�
に
補
任
さ
れ
た
範
例
に
準

じ
て
造
型
さ
れ
て
い
る
と
考
え
る
こ
と
が
出
来
る
の
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
に

「
家
の
さ
ま
」
を
描
く
こ
と
に
よ
っ
て
、『
源
氏
物
語
』
の
語
り
手
は
「
宮
内

�
」
の
身
分
を
明
ら
か
に
し
て
い
る
。
そ
れ
は
た
だ
の
「
家
の
さ
ま
」
の

「
描
写
」
だ
け
で
な
く
当
時
の
任
官
の
事
情
を
ふ
ま
え
た
意
識
的
な
方
法
と

し
て
も
使
わ
れ
て
い
る
と
見
る
べ
き
な
の
で
あ
る
。
こ
の
「
家
の
さ
ま
」
を

詳
細
に
描
く
語
り
手
の
こ
と
ば
は
、
物
語
中
の
宮
内
�
の
映
え
な
さ
、
そ
れ

へ
の
切
実
な
思
い
を
鮮
明
に
浮
か
び
上
が
ら
せ
る
た
め
に
意
識
的
に
仕
組
ま

れ
て
い
る
の
で
あ
る
。

な
お
、
歴
史
上
に
宮
内
�
と
い
う
高
貴
な
出
自
の
父
を
持
っ
て
、
の
ち
に

零
落
し
て
か
ら
そ
の
娘
が
貴
人
に
仕
え
る
実
例
を
あ
げ
れ
ば
、
源
重
光
の
例

が
み
ら
れ
る
。
た
と
え
ば
、『
栄
花
物
語
』
巻
第
十
「
ひ
か
げ
の
か
づ
ら
」

に
「
か
か
る
ほ
ど
に
、
皇
后
宮
（
�
子
）
参
ら
せ
た
ま
へ
と
あ
れ
ば
、（
中

略
）
御
輿
に
致
仕
の
大
納
言
（
源
重
光
）
の
御
女
、
大
納
言
の
君
仕
う
ま
つ

り
た
ま
へ
り
」（
�
五
二
四
頁（
２４
）
）
と
あ
る
よ
う
に
、
村
上
朝
の
元
宮
内
�
の

源
重
光
の
家
が
の
ち
に
没
落
し
、
娘
が
三
条
后
の
�
子
付
き
女
房
と
し
て
仕

え
て
い
た
境
遇
が
語
ら
れ
て
い
る
。
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こ
う
し
て
物
語
中
の
「
宮
内
�
」
が
「
文
人
出
身
」
で
は
な
い
こ
と
が
わ

か
り
、
彼
は
「
賜
姓
源
氏
」
で
あ
る
と
判
断
で
き
よ
う
。
こ
こ
で
彼
が
ど
の

帝
か
ら
出
自
し
た
人
物
で
あ
っ
た
の
か
を
特
定
す
る
必
要
が
生
じ
て
く
る
。

桐
壺
朝
に
仕
え
て
い
た
彼
の
出
身
に
つ
い
て
考
え
よ
う
と
す
る
時
、
ま
ず
必

要
な
の
は
宮
内
�
と
は
現
天
皇
血
脈
の
賜
姓
源
氏
で
は
な
く
、
あ
く
ま
で
も

「
父
帝
」「
祖
父
帝
」
血
脈
か
ら
出
た
賜
姓
源
氏
に
限
ら
れ
る
と
い
う
淳
和
朝

以
来
の
「
旧
例
」
か
ら
考
え
る
必
要
が
あ
る
。
そ
し
て
さ
ら
に
一
条
朝
に
お

い
て
、
一
条
皇
統
の
「
直
系
継
承
」
と
し
て
崇
め
ら
れ
る
宇
多
・
醍
醐
天
皇

の
血
筋
を
受
け
継
ぐ
賜
姓
源
氏
が
据
え
ら
れ
る
「
新
方
針
」
に
注
目
す
る
必

要
が
あ
ろ
う
。
そ
こ
か
ら
考
え
る
と
、「
宣
旨
の
娘
」
の
父
の
「
宮
内
�
」

が
、
一
、
淳
和
朝
以
来
の
「
旧
例
」
に
基
づ
く
、
桐
壺
帝
の
「
父
帝
」
そ
れ

と
も
「
祖
父
帝
」
の
血
脈
を
引
き
継
ぐ
賜
姓
源
氏
か
、
二
、
或
い
は
一
条
朝

任
官
の
新
方
針
に
基
づ
く
、
桐
壺
帝
の
「
直
系
継
承
」
と
し
て
崇
め
ら
れ
る

「
曾
々
祖
父
帝
」
か
「
曾
祖
父
帝
」
の
血
脈
か
ら
出
た
賜
姓
源
氏
、
こ
の
二

つ
に
絞
る
こ
と
が
で
き
る
。

周
知
の
よ
う
に
、『
源
氏
物
語
』
に
お
い
て
は
、
桐
壺
帝
以
前
に
は
先
帝

と
一
院
と
い
う
ふ
た
り
の
帝
が
存
在
し
て
い
る
。『
源
氏
物
語
』
に
お
い
て

の
皇
統
譜
に
つ
い
て
は
『
河
海
抄
』
を
は
じ
め
、
す
で
に
さ
ま
ざ
ま
な
視
座

か
ら
読
み
解
く
論
考
が
な
さ
れ
て
お
り
、
中
で
も
桐
壺
帝
と
先
帝
、
一
院
の

関
係
に
つ
い
て
は
、「
光
孝
―
―
宇
多
―
―
醍
醐
」
と
い
う
準
拠
説
が
い
く

つ
か
み
ら
れ
る（
２５
）
他
、
桐
壺
帝
を
含
め
た
三
代
の
皇
統
譜
の
問
題
を
め
ぐ
っ
て

は
、「
一
院
―
―
桐
壺
皇
統
」
と
「
先
帝
皇
統
」
の
皇
統
交
替
と
い
う
物
語

で
の
設
定
に
注
目
が
さ
れ
は
じ
め
て
お
り
、
先
帝
皇
統
と
は
別
皇
統
に
な
る

「
一
院
―
―
桐
壺
」
と
い
う
皇
統
は
物
語
が
新
し
く
設
定
し
た
皇
統
で
あ
る

と
日
向
一
雅
氏
、
袴
田
光
康
氏
に
よ
り
指
摘
が
な
さ
れ
て
い（
２６
）
る
。
さ
ら
に
、

最
近
で
は
、『
源
氏
物
語
』
に
敷
設
さ
れ
た
皇
統
譜
は
父
子
継
承
に
兄
弟
継

承
を
加
味
し
た
皇
統
を
再
生
産
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
皇
統
か
ら
消
え
て
い
く

系
脈
を
何
ら
か
の
か
た
ち
で
直
系
の
皇
統
に
回
収
す
る
論
理
な
の
で
あ
る
と

す
る
説
が
、
福
長
進
氏
に
よ
り
詳
細
に
論
じ
ら
れ
て
い（
２７
）
る
。
こ
こ
で
、
一
院

と
先
帝
と
は
別
皇
統
で
あ
る
と
す
る
近
年
の
論
考
で
の
指
摘
と
直
系
主
義
を

貫
く
「
血
の
回
収
」
と
い
う
視
点
を
も
と
に
考
え
て
み
よ
う
。
そ
う
考
え
る

と
、「
宣
旨
の
娘
」
の
父
の
宮
内
�
は
先
帝
系
の
賜
姓
源
氏
か
、
あ
る
い
は

一
院
系
の
賜
姓
源
氏
か
と
い
う
問
題
に
ぶ
つ
か
る
こ
と
に
な
る
。
そ
こ
で
、

歴
史
上
に
お
い
て
の
宮
内
�
補
任
の
方
針
と
照
ら
し
な
が
ら
「
宣
旨
の
娘
」

の
出
自
を
考
え
て
み
た
い
。

前
節
ま
で
検
討
し
て
き
た
よ
う
に
、
歴
史
上
に
お
け
る
宮
内
�
補
任
の
方

針
の
な
か
で
、
淳
和
朝
の
源
弘
を
始
と
し
て
定
着
し
て
き
た
賜
姓
源
氏
の
任

官
は
、「
光
孝
―
―
宇
多
」
新
皇
統
の
誕
生
に
よ
っ
て
、
旧
皇
統
（
文
徳
・

清
和
・
陽
成
）
出
身
の
賜
姓
皇
子
を
排
除
す
る
た
め
に
、
一
時
的
に
致
仕
年

齢
を
越
え
た
文
章
生
出
身
の
文
人
な
ど
を
起
用
し
た
新
例
を
樹
立
し
た
と
い

う
経
緯
が
あ
っ
た
。
こ
う
し
た
歴
史
的
な
実
例
か
ら
、
現
天
皇
と
別
皇
統
か

ら
出
た
賜
姓
源
氏
は
、
宮
内
�
補
任
か
ら
排
除
さ
れ
る
対
象
と
な
っ
て
い
た

傾
向
を
指
摘
す
る
こ
と
が
出
来
る
。
だ
と
す
れ
ば
、
物
語
内
の
「
宮
内
�
」

の
出
自
に
つ
い
て
も
ま
た
、
桐
壺
帝
と
別
皇
統
で
あ
る
先
帝
皇
統
出
身
で
は

な
く
、
お
そ
ら
く
彼
は
桐
壺
帝
の
「
父
帝
（
一
院
）」
と
同
じ
皇
統
か
ら
出

身
し
た
賜
姓
源
氏
で
あ
る
と
推
測
で
き
よ
う
。
も
し
、
彼
が
そ
の
ま
ま
桐
壺

帝
の
父
帝
の
一
院
の
賜
姓
源
氏
で
あ
れ
ば
、
そ
れ
は
語
り
手
が
淳
和
朝
以
来

の
「
旧
例
」
を
踏
ま
え
た
設
定
で
あ
る
と
思
わ
れ
る
。
し
か
し
な
が
ら
、
も

し
こ
の
語
り
手
が
さ
ら
に
自
分
の
生
き
た
一
条
朝
に
お
い
て
の
「
新
方
針
」、

つ
ま
り
一
条
皇
統
の
「
直
系
継
承
」
と
し
て
崇
め
る
「
曾
祖
父
と
曾
々
祖
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父
」
の
宇
多
・
醍
醐
天
皇
の
賜
姓
源
氏
を
据
え
る
例
を
踏
ま
え
て
い
る
と
す

れ
ば
、
彼
の
出
身
は
桐
壺
帝
の
「
曾
祖
父
」
か
「
曾
々
祖
父
」
の
代
ま
で
�

ら
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
の
で
あ
る
。
し
か
し
こ
こ
で
彼
が
桐
壺
帝
よ
り
何
代

前
の
賜
姓
源
氏
で
あ
る
の
か
を
特
定
す
る
に
は
ま
だ
問
題
が
残
っ
て
い
る
。

そ
こ
で
次
に
彼
の
娘
の
「
宣
旨
の
娘
」
に
関
す
る
描
写
に
注
目
し
て
み
た

い
。
光
源
氏
が
彼
女
の
屋
敷
に
出
掛
け
る
と
き
に
「
人
の
さ
ま
若
や
か
に
を

か
し
け
れ
ば
、
御
覧
じ
放
た
れ
ず
」（
�
「
澪
標
」
二
七
八
頁
）
と
あ
り
、

こ
こ
で
「
宣
旨
の
娘
」
は
光
源
氏
よ
り
若
い
女
性
で
あ
る
と
語
ら
れ
て
い
る

の
で
、
彼
女
は
光
源
氏
と
同
様
に
桐
壺
朝
に
誕
生
し
た
と
考
え
ら
れ
る
。
年

齢
か
ら
考
え
て
彼
女
の
父
、「
宮
内
�
」
は
桐
壺
帝
の
「
曾
祖
父
帝
」
や

「
曾
々
祖
父
帝
」
代
の
賜
姓
源
氏
（
二
世
・
三
世
）
で
あ
る
可
能
性
が
あ
る

一
方
、
彼
が
桐
壺
帝
の
「
父
帝
（
一
院
）」
の
賜
姓
皇
子
（
一
世
）
で
あ
る

可
能
性
も
残
っ
て
い
る
。
ほ
と
ほ
と
解
釈
に
窮
し
て
し
ま
う
と
こ
ろ
で
あ
る

が
、
歴
史
上
に
お
け
る
宮
内
�
補
任
の
方
法
か
ら
物
語
の
宮
内
�
と
い
う
人

物
造
型
を
考
え
る
と
き
、「
年
齢
」
よ
り
「
血
脈
」
に
注
目
し
た
ほ
う
が
よ

か
ろ
う
。
そ
う
す
る
と
、
一
院
皇
統
と
先
帝
皇
統
と
の
両
統
迭
立
の
状
況
の

も
と
で
、
桐
壺
帝
は
宮
内
�
補
任
に
関
し
て
、
桐
壺
皇
統
の
父
帝
で
あ
る
一

院
血
脈
を
受
け
継
ぐ
賜
姓
源
氏
を
据
え
る
可
能
性
が
高
い
と
理
解
で
き
る
し
、

桐
壺
皇
統
が
直
系
継
承
と
し
て
崇
め
る
「
曾
祖
父
帝
」
や
「
曾
々
祖
父
帝
」

（
物
語
で
描
か
れ
て
い
な
い
帝
）
か
ら
出
身
し
た
賜
姓
源
氏
で
あ
る
こ
と
も

否
定
で
き
な
い
。
い
ず
れ
も
、
彼
は
桐
壺
帝
に
と
っ
て
は
同
皇
統
か
ら
出
身

し
た
賜
姓
源
氏
と
し
て
存
在
し
、
現
天
皇
（
桐
壺
帝
）
と
の
緊
密
な
関
係
を

示
す
重
要
な
意
味
が
込
め
ら
れ
て
い
た
「
宮
内
�
」
に
補
任
す
る
の
に
絶
対

的
に
有
利
な
条
件
を
持
っ
て
い
る
の
で
あ
ろ
う
。『
源
氏
物
語
』
は
淳
和
朝

以
来
の
「
旧
例
」
を
踏
ま
え
て
い
る
だ
け
で
は
な
く
、
さ
ら
に
一
条
朝
に
お

い
て
両
統
迭
立
に
お
い
て
の
直
系
継
承
と
い
う
要
素
か
ら
同
皇
統
に
お
け
る

「
血
脈
重
視
」
と
い
う
宮
内
�
任
官
実
態
を
新
た
な
宮
内
�
像
を
組
み
立
て

て
い
る
の
で
あ
ろ
う
。

こ
う
理
解
す
る
こ
と
で
、
歴
史
上
に
お
け
る
賜
姓
源
氏
と
し
て
の
宮
内
�

任
官
の
諸
要
素
を
踏
襲
し
て
造
型
さ
れ
た
と
お
ぼ
し
き
「
宣
旨
の
娘
」
の
父

の
宮
内
�
は
、
桐
壺
帝
と
同
じ
血
脈
に
位
置
づ
け
ら
れ
る
よ
う
物
語
の
な
か

で
設
定
さ
れ
て
い
る
こ
と
が
わ
か
る
。
彼
は
直
系
皇
統
か
ら
即
位
し
た
桐
壺

帝
を
支
え
る
賜
姓
源
氏
と
し
て
の
立
場
に
立
つ
存
在
で
あ
り
、
そ
の
よ
う
に

設
定
さ
れ
て
い
る
。
こ
う
し
た
視
座
か
ら
新
た
に
こ
の
物
語
を
読
み
解
く
こ

と
が
で
き
る
の
で
あ
る
。
そ
う
考
え
る
と
、
宮
内
�
の
娘
で
あ
る
「
宣
旨
の

娘
」
は
、
彼
女
も
同
皇
統
か
ら
出
た
光
源
氏
を
擁
護
す
る
立
場
に
あ
る
者
で

あ
る
こ
と
が
わ
か
る
。
こ
の
視
座
に
よ
り
、
父
の
「
宮
内
�
」
を
介
し
た
桐

壺
血
脈
か
ら
出
身
し
た
光
源
氏
と
「
宣
旨
の
娘
」
と
の
深
く
交
差
し
た
人
間

関
係
か
ら
、
直
系
皇
統
内
に
生
き
る
も
の
同
士
に
ま
つ
わ
る
構
図
が
浮
か
び

上
が
っ
て
く
る
の
で
あ
る
。

五
、
隠
さ
れ
た
「
同
系
譜
」
で
あ
る

「
末
摘
花
」
と
の
類
似
性

―
そ
の
描
写
に
着
目
し
て
―

以
上
の
よ
う
に
、「
宣
旨
の
娘
」
の
存
在
と
設
定
問
題
に
つ
い
て
考
え
て

き
た
の
だ
が
、
さ
ら
に
そ
の
視
座
か
ら
故
常
陸
宮
の
娘
の
「
末
摘
花
」
に
も

注
目
し
て
み
る
こ
と
で
新
た
な
知
見
を
得
る
こ
と
が
出
来
る
。「
末
摘
花
」

を
検
討
す
る
ま
え
に
、
ま
ず
「
宣
旨
の
娘
」
に
関
す
る
記
述
に
戻
っ
て
み
よ

う
。「
澪
標
」
巻
に
「
宣
旨
の
娘
」
が
初
め
て
の
登
場
を
描
く
場
面
に
つ
い

て
は
、
次
の
よ
う
に
書
き
出
さ
れ
て
い
る
。
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（
ア
）
故
院
に
さ
ぶ
ら
ひ
し
宣
旨
の
む
す
め
、
宮
内
�
の
宰
相
に
て
亡

く
な
り
に
し
人
の
子
な
り
し
を
、
母
な
ど
も
亡
せ
て
、
か
す
か
な
る
世

に
経
け
る
が
、
は
か
な
き
さ
ま
に
て
子
産
み
た
り
、
と
聞
こ
し
め
し
つ

け
た
る
を
、
知
る
た
よ
り
あ
り
て
事
の
つ
い
で
に
ま
ね
び
き
こ
え
け
る

人
召
し
て
、
さ
る
べ
き
さ
ま
に
の
た
ま
ひ
契
る
。
ま
だ
若
く
、
何
心
も

な
き
人
に
て
、
明
け
暮
れ
人
知
れ
ぬ
あ
ば
ら
家
に
な
が
む
る
（
イ
）
心

細
さ
な
れ
ば
、
深
う
も
思
ひ
た
ど
ら
ず
、
こ
の
御
あ
た
り
の
こ
と
を
ひ

と
へ
に
め
で
た
う
思
ひ
き
こ
え
て
、
参
る
べ
き
よ
し
申
さ
せ
た
り
。

（
ウ
）
い
と
あ
は
れ
に
か
つ
は
思
し
て
、
出
だ
し
立
て
た
ま
ふ
。
も
の

の
つ
い
で
に
、
い
み
じ
う
忍
び
紛
れ
て
お
は
し
ま
い
た
り
（
中
略
）
い

た
う
衰
へ
に
け
り
。（
エ
）
家
の
さ
ま
も
言
ひ
知
ら
ず
荒
れ
ま
ど
ひ
て
、

さ
す
が
に
大
き
な
る
所
の
、（
オ
）
木
立
な
ど
う
と
ま
し
げ
に
、
い
か

で
過
ぐ
し
つ
ら
む
と
見
ゆ
（「
澪
標
」
�
二
七
七
頁
か
ら
�
二
七
八

頁
）

と
あ
り
、
こ
の
行
文
が
宣
旨
の
娘
に
つ
い
て
、（
ア
）
出
自
に
関
す
る
情
報
、

（
イ
）
い
ま
の
心
境
、（
ウ
）
い
ま
の
様
子
、（
エ
）
屋
敷
の
零
落
ぶ
り
、

（
オ
）
屋
敷
の
庭
の
有
り
様
と
い
う
説
明
を
丹
念
に
語
り
進
め
て
ゆ
く
こ
と

が
わ
か
る
。
明
石
の
姫
君
が
誕
生
し
た
と
き
、
乳
母
と
し
て
登
場
し
た
「
宣

旨
の
娘
」
に
つ
い
て
は
、
宮
内
�
の
父
と
宣
旨
の
母
が
な
く
な
っ
た
あ
と
に
、

か
な
り
大
き
な
邸
宅
を
伝
領
す
る
描
写
が
あ
り
、
そ
こ
で
心
細
く
生
活
を
し

て
い
る
。
や
が
て
、
そ
こ
で
暮
ら
す
宣
旨
の
娘
の
と
こ
ろ
に
光
源
氏
が
来
訪

す
る
の
で
あ
る
。
こ
の
行
文
は
、（
ア
）
か
ら
（
オ
）
ま
で
「
心
細
い
」「
い

と
あ
は
れ
」「
荒
れ
」「
木
立
う
と
ま
し
げ
」
と
い
う
表
現
と
と
も
に
、
宣
旨

の
娘
の
本
来
の
高
い
出
自
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
来
訪
す
る
光
源
氏
の
ま
な
ざ

し
を
通
し
て
今
の
零
落
ぶ
り
を
捉
え
て
お
り
、「
宣
旨
の
娘
」
の
出
自
と
心

象
を
克
明
に
き
ざ
ん
で
い
く
。
こ
こ
で
留
意
す
べ
き
は
、
光
源
氏
の
ま
な
ざ

し
を
媒
介
と
し
て
、
没
落
し
た
高
貴
出
身
の
女
君
を
描
き
と
め
る
描
写
は
、

故
常
陸
宮
の
娘
の
末
摘
花
か
ら
も
見
受
け
ら
れ
る
と
い
う
点
で
あ
る
。

さ
て
、
次
巻
の
「
�
生
」
巻
を
見
て
み
よ
う
。
須
磨
か
ら
帰
朝
し
た
光
源

氏
が
久
し
ぶ
り
に
末
摘
花
を
訪
問
す
る
場
面
で
あ
る
。

（
ア
）
常
陸
の
宮
の
君
は
、
父
親
王
の
亡
せ
た
ま
ひ
に
し
な
ご
り
に
、

ま
た
思
ひ
あ
つ
か
ふ
人
も
な
き
身
に
て
（
イ
）
い
み
じ
う
心
細
げ
な
り

し
を
、
思
ひ
か
け
ぬ
御
事
の
出
で
来
て
、（
中
略
）
そ
の
な
ご
り
に
、

し
ば
し
ば
泣
く
泣
く
も
過
ぐ
し
た
ま
ひ
し
を
、
年
月
経
る
ま
ま
に
、

（
ウ
）
あ
は
れ
に
さ
び
し
き
御
あ
り
さ
ま
な
り
。（
中
略
）（
エ
）
も
と

よ
り
荒
れ
た
り
し
宮
の
内
、
い
と
ど
狐
の
住
み
処
に
な
り
て
、（
オ
）

う
と
ま
し
う
け
遠
き
木
立
に
、
梟
の
声
を
朝
夕
に
耳
馴
ら
し
つ
つ
、
人

げ
に
こ
そ
さ
や
う
の
も
の
も
さ
か
れ
て
影
隠
し
け
れ
、
木
霊
な
ど
、
け

し
か
ら
ぬ
物
ど
も
、
と
こ
ろ
得
て
、
や
う
や
う
形
を
あ
ら
は
し
、
も
の

わ
び
し
き
事
の
み
数
知
ら
ぬ
に
（「
�
生
」
�
三
一
六
頁
か
ら
�
三
一

七
頁
）

と
あ
る
よ
う
に
、
こ
の
場
面
は
故
常
陸
宮
邸
を
伝
領
し
た
末
摘
花
が
零
落
し

た
屋
敷
で
心
細
く
暮
ら
し
て
い
る
一
文
か
ら
書
き
始
め
ら
れ
る
。
こ
の
、

「
�
生
」
巻
の
巻
初
を
割
い
て
書
か
れ
る
常
陸
宮
邸
の
深
く
生
い
茂
る
荒
廃

の
景
色
は
、
常
陸
宮
家
の
没
落
を
物
語
る
だ
け
で
な
く
、
次
に
来
訪
す
る
光

源
氏
を
待
つ
舞
台
と
も
な
っ
て
い
る
の
で
あ
る
。
続
い
て
物
語
の
語
り
手
は
、

も
う
一
度
光
源
氏
の
ま
な
ざ
し
を
通
し
て
「
宣
旨
の
娘
」
を
語
る
説
明
を
再

び
繰
り
返
す
か
の
よ
う
に
順
を
追
っ
て
同
じ
よ
う
な
言
葉
を
続
け
て
お
り
、

そ
の
効
果
に
よ
り
こ
の
風
景
は
読
者
に
深
く
刻
ま
れ
る
の
で
あ
る
。
二
人
に

対
す
る
行
文
の
記
述
を
見
れ
ば
、（
ア
）
出
自
は
父
君
を
中
心
に
置
き
、
親
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に
な
く
な
ら
れ
た
現
状
、（
イ
）
い
ま
の
心
境
は
と
も
に
「
心
細
い
」、

（
ウ
）「
あ
は
れ
」
に
思
わ
れ
る
様
子
、（
エ
）
屋
敷
が
「
荒
れ
た
」
有
り
さ

ま
、（
オ
）
屋
敷
の
庭
が
「
う
と
ま
し
げ
に
木
立
」
し
て
い
る
さ
ま
、
と
い

う
行
文
に
、「
心
細
い
」「
あ
は
れ
に
」「
荒
れ
た
り
し
」「
木
立
う
と
ま
し
げ

に
」
と
い
う
先
の
場
面
と
相
同
の
言
辞
が
用
い
ら
れ
て
い
る
。
物
語
中
に
お

い
て
故
常
陸
宮
家
と
故
宮
内
�
家
を
め
ぐ
る
書
き
方
が
類
似
し
て
い
る
と
こ

ろ
は
あ
な
が
ち
無
意
味
で
は
あ
る
ま
い
と
思
わ
れ
る
。

語
り
手
は
、
光
源
氏
が
来
訪
す
る
直
前
に
用
意
さ
れ
た
舞
台
、
末
摘
花
と

宣
旨
の
娘
の
暮
ら
し
ぶ
り
に
対
し
て
は
、
ま
る
で
型
に
沿
っ
た
よ
う
な
ほ
ぼ

同
様
な
語
り
口
を
採
用
し
て
い
る
。
つ
ま
り
、
都
帰
還
を
果
た
し
た
光
源
氏

が
赴
く
場
所
は
、
末
摘
花
に
つ
い
て
も
、
宣
旨
の
娘
に
お
い
て
語
ら
れ
た
の

と
酷
似
し
た
場
が
設
け
ら
れ
て
お
り
、
や
が
て
、
こ
の
荒
廃
し
た
屋
敷
に
来

訪
の
足
を
運
ん
で
き
た
光
源
氏
の
心
象
景
色
を
映
し
出
す
よ
う
な
語
ら
れ
方

が
さ
れ
て
い
く
。
極
め
て
類
似
し
た
造
型
が
な
さ
れ
た
「
末
摘
花
」
と
「
宣

旨
の
娘
」
像
は
物
語
に
お
い
て
明
確
に
描
き
出
さ
れ
て
い
る
わ
け
だ
が
、
そ

れ
は
二
人
の
相
同
の
出
身
を
浮
き
彫
り
に
し
て
い
る
。
こ
う
し
た
語
り
方
は

来
訪
す
る
光
源
氏
の
ま
な
ざ
し
を
通
し
て
可
能
と
な
る
も
の
で
あ
り
、
そ
の

語
り
を
通
じ
て
読
者
は
二
人
の
関
係
の
比
類
な
さ
を
見
出
す
こ
と
が
で
き
る

の
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
に
、
光
源
氏
の
眼
差
し
を
通
し
て
、
こ
の
二
人
の
同

質
性
が
物
語
の
中
で
ほ
の
め
か
さ
れ
て
い
る
点
に
気
づ
く
こ
と
が
出
来
る
の

で
あ
る
。
こ
の
同
質
性
は
、
お
そ
ら
く
こ
の
二
人
が
同
じ
出
自
で
あ
る
こ
と

に
由
来
し
て
い
る
の
で
あ
ろ
う
。
つ
ま
り
同
じ
「
一
院
源（
２８
）
氏
」
で
あ
る
と
い

う
要
素
が
潜
ん
で
い
る
可
能
性
が
あ
る
か
ら
こ
そ
、
光
源
氏
の
二
人
へ
の
ま

な
ざ
し
が
見
事
に
重
な
り
あ
う
描
か
れ
方
を
し
て
い
る
の
だ
と
い
え
る
。
こ

の
よ
う
に
し
て
、
同
じ
皇
統
出
身
の
女
君
を
見
つ
め
る
光
源
氏
の
類
似
し
た

境
遇
に
さ
す
ら
う
同
皇
統
へ
の
共
鳴
を
、
読
者
に
対
し
て
呼
び
覚
ま
す
た
め

に
、
語
り
手
は
光
源
氏
の
ま
な
ざ
し
を
媒
介
と
し
て
、「
宣
旨
の
娘
」
と

「
末
摘
花
」
の
周
辺
の
描
写
を
克
明
に
編
み
あ
げ
て
い
る
の
で
あ
る
。

六
、
結

び

「
澪
標
」
巻
に
お
い
て
明
石
の
姫
君
が
誕
生
す
る
際
に
、
乳
母
と
し
て
登

場
し
て
く
る
「
宣
旨
の
娘
」
と
い
う
女
性
に
つ
い
て
は
、「
宣
旨
の
娘
」
の

父
の
官
職
、
つ
ま
り
「
宮
内
�
」
と
い
う
官
職
に
着
目
す
る
こ
と
で
、
彼
女

の
出
自
と
光
源
氏
と
の
�
が
り
に
つ
い
て
新
た
な
知
見
を
も
た
ら
す
こ
と
が

で
き
た
。
そ
れ
だ
け
で
な
く
、
彼
女
の
出
自
へ
の
着
目
は
「
末
摘
花
」
を
も

新
た
な
視
角
で
照
ら
し
出
し
う
る
の
で
あ
る
。
光
源
氏
が
栄
華
を
築
こ
う
と

す
る
と
き
、
一
見
そ
れ
と
は
対
照
的
な
故
宮
内
�
家
と
故
常
陸
宮
家
の
没
落

を
描
く
こ
と
は
、
語
り
手
が
読
者
に
最
も
重
要
な
情
報
を
し
ら
し
め
す
方
法

の
一
つ
で
あ
っ
た
の
で
あ
る
。
そ
の
描
写
に
よ
っ
て
、
同
皇
統
の
没
落
し
た

女
君
の
造
型
像
が
い
っ
そ
う
鮮
明
に
読
者
に
刻
ま
れ
る
の
で
あ
る
。

物
語
内
の
「
宮
内
�
」
と
い
う
設
定
は
、
一
院
血
脈
と
桐
壺
血
脈
と
に
�

が
る
と
同
時
に
、
そ
こ
か
ら
出
た
直
系
皇
統
の
女
君
が
同
皇
統
の
内
に
生
き

る
者
と
し
て
、
光
源
氏
の
血
脈
と
�
が
る
働
き
を
果
た
し
て
い
る
。
相
同
の

血
脈
を
引
き
継
ぐ
没
落
女
君
へ
の
心
懐
か
し
さ
の
情
を
抱
え
込
み
な
が
ら
、

光
源
氏
の
内
奥
に
「
同
皇
統
」
へ
の
こ
だ
わ
り
が
深
く
沈
潜
し
て
い
る
こ
と

が
そ
こ
か
ら
読
み
取
れ
る
の
で
あ
る
。
そ
し
て
、
そ
の
こ
だ
わ
り
故
に
、
光

源
氏
は
か
け
が
え
な
い
明
石
の
姫
君
の
乳
母
の
任
を
同
皇
統
か
ら
出
身
し
た

宮
内
�
の
娘
に
心
置
き
な
く
委
ね
る
こ
と
も
ま
た
可
能
と
な
っ
た
の
で
あ
る
。

光
源
氏
は
「
一
院
―
―
桐
壺
」
血
脈
か
ら
出
た
皇
子
で
あ
る
こ
と
は
揺
ぎ

無
い
こ
と
で
あ
る
が
、
こ
の
皇
子
は
苦
難
の
須
磨
流
離
を
境
と
し
て
、
今
後
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の
栄
華
を
築
き
上
げ
よ
う
と
す
る
ま
さ
に
そ
の
と
き
、
没
落
し
た
同
皇
統
出

身
の
女
君
を
そ
れ
ぞ
れ
尋
ね
て
い
た
の
で
あ
る
。「
宣
旨
の
娘
」
と
「
末
摘

花
」
に
対
す
る
、
同
皇
統
出
身
で
あ
る
こ
と
か
ら
く
る
心
懐
か
し
さ
に
よ
っ

て
共
鳴
が
生
ま
れ
、
そ
こ
か
ら
顧
み
て
、
光
源
氏
は
今
一
度
自
ら
の
あ
り
方

を
凝
視
し
、
結
果
、
没
落
し
た
同
皇
統
の
女
君
を
身
内
と
し
て
結
び
直
そ
う

と
し
て
い
る
。
歴
史
上
に
お
け
る
「
宮
内
�
」
と
い
う
官
職
の
あ
り
方
を
手

が
か
り
に
す
る
こ
と
で
、
同
皇
統
内
に
生
き
る
男
君
、
女
君
を
巡
る
筋
道
が

物
語
の
中
に
幾
重
に
も
張
り
巡
ら
さ
れ
て
い
る
こ
と
を
明
ら
か
に
す
る
こ
と

が
出
来
た
。
そ
れ
ら
の
筋
道
が
物
語
の
中
に
し
っ
か
り
と
編
み
込
ま
れ
て
い

た
こ
と
を
、
本
稿
の
視
座
か
ら
私
た
ち
は
確
認
す
る
こ
と
が
出
来
る
の
で
あ

る
。
そ
し
て
、
最
初
か
ら
皇
統
譜
か
ら
弾
き
出
さ
れ
た
存
在
と
し
て
描
き
出

さ
れ
て
い
る
光
源
氏
の
な
か
に
須
磨
流
離
を
辛
苦
し
た
後
の
造
型
に
お
い
て
、

誰
よ
り
も
「
血
脈
」
へ
の
執
着
の
念
が
浮
か
び
だ
し
て
き
て
い
る
こ
と
を
、

今
一
度
確
認
す
る
こ
と
で
本
稿
を
閉
じ
る
こ
と
に
す
る
。

注（
１
）

阿
部
秋
生
氏
『
源
氏
物
語
研
究
序
説
』（
東
京
大
学
出
版
会
、
一
九
五
九
年

四
月
）。
秋
山
虔
氏
「
宿
世
の
う
ら
お
も
て
」（『
源
氏
物
語
』
一
九
六
八
年
二

月
、
岩
波
書
店
）。
日
向
一
雅
氏
『
源
氏
物
語
の
主
題
―
「
家
」
の
遺
志
と
宿

世
の
物
語
の
構
造
―
』（
桜
楓
社
、
昭
和
五
十
八
年
五
月
）。
小
嶋
菜
温
子
氏

「『
源
氏
物
語
』
の
産
養
―
〈
家
〉
と
〈
血
〉
の
幻
影
」（
新
・
物
語
研
究
４

『
源
氏
物
語
を
〈
読
む
〉』
若
草
書
房
、
一
九
九
六
年
）、
同
氏
「
光
源
氏
と
明

石
姫
君
―
産
養
を
め
ぐ
る
史
劇
」（『
国
文
学
』
一
九
九
九
年
四
月
）。

（
２
）
『
源
氏
物
語
』
の
引
用
は
、
阿
部
秋
生
氏
・
秋
山
虔
氏
・
今
井
源
衛
氏
校
注
、

日
本
古
典
文
学
全
集
『
源
氏
物
語
』（
小
学
館
）
に
よ
る
。
括
弧
内
の
算
用
数

字
は
巻
数
、
漢
数
字
は
頁
数
を
表
す
。
ま
た
、
適
宜
、
私
に
網
掛
け
線
を
付

す
。
以
下
同
。

（
３
）

明
石
姫
君
の
乳
母
の
「
宣
旨
の
娘
」
に
関
す
る
論
と
し
て
は
、
た
と
え
ば

島
津
久
基
氏
「
明
石
の
君
の
乳
母
」（『
源
氏
物
語
新
考
』
明
治
書
院
、
昭
和

十
一
年
）
は
紫
式
部
の
自
画
像
と
見
る
説
が
あ
る
。
そ
の
ほ
か
に
、
伊
藤
博

氏
『
源
氏
物
語
講
座

三
』（
有
精
堂
、
昭
和
四
十
六
年
）、
吉
海
直
人
氏

「
明
石
姫
君
の
乳
母
に
つ
い
て
」（『
源
氏
物
語
の
探
求

第
十
一
輯
』
風
間
書

房
、
昭
和
六
十
二
年
七
月
）、
西
村
恵
氏
「「
心
知
り
の
人
」
宣
旨
の
娘
」

（『
国
文
学
攷
』
第
１１６
号
、
昭
和
六
十
二
年
）、
斎
木
泰
孝
氏
「
女
房
と
女
君
�

―
乳
母
選
び
の
要
件
と
乳
母
の
思
考
法
―
」（『
国
語
国
文
論
叢
』
第
十
九
号

安
田
女
子
大
学
文
学
部
日
本
文
学
科
、
一
九
八
九
年
）
な
ど
を
参
照
さ
れ

た
い
。

（
４
）

黒
板
伸
夫
氏
「
宰
相
小
論
」（『
平
安
王
朝
の
宮
廷
社
会
』
吉
川
弘
文
館
、

平
成
七
年
一
月
）
二
一
二
頁
。

（
５
）

和
田
英
松
氏
『
新
訂
官
職
要
解
』（
講
談
社
学
術
文
庫
、
昭
和
五
十
八
年
十

一
月
）。

（
６
）
『
公
�
補
任
』（
新
訂
増
補
国
史
大
系
本
）
仁
明
天
皇
承
和
九
年
、
参
議
源

弘
の
条
に
よ
る
。

（
７
）
『
公
�
補
任
』（
新
訂
増
補
国
史
大
系
本
）
清
和
天
皇
貞
観
十
二
年
、
参
議

源
勤
の
条
に
よ
る
。

（
８
）
『
公
�
補
任
』（
新
訂
増
補
国
史
大
系
本
）
文
徳
天
皇
仁
寿
四
年
、
参
議
源

多
の
条
に
よ
る
。

（
９
）
『
公
�
補
任
』（
新
訂
増
補
国
史
大
系
本
）
陽
成
天
皇
元
慶
六
年
、
参
議
源

冷
の
条
に
よ
る
。

（
１０
）

北
山
茂
夫
氏
「
内
裏
・
院
・
神
泉
院
」（『
平
安
京
』
中
公
文
庫
、
二
〇
〇

四
年
八
月
改
版
）
一
四
七
頁
。

（
１１
）

嵯
峨
上
皇
は
淳
和
天
皇
の
兄
で
あ
る
も
の
の
、
嵯
峨
天
皇
の
譲
位
で
即
位
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し
た
淳
和
朝
は
、
嵯
峨
上
皇
の
大
家
父
長
制
の
も
と
で
、
政
治
を
行
っ
て
い

た
こ
と
か
ら
考
え
れ
ば
、
嵯
峨
上
皇
は
淳
和
天
皇
に
と
っ
て
、「
父
帝
」
的
な

存
在
と
考
え
て
も
よ
い
だ
ろ
う
。

（
１２
）

林
陸
朗
氏
「
嵯
峨
源
氏
の
成
立
事
情
」（『
上
代
政
治
社
会
の
研
究
』
吉
川

弘
文
館
、
一
九
六
九
年
九
月
）。

（
１３
）
『
西
宮
記
』（
新
訂
増
補
故
実
叢
書
）「
十
二

臨
時

賀
事

一
賜
臣
下
賀

事
」
項
目
に
「
寛
平
三
年
十
二
月
六
日
、
壬
午
、
仰
内
蔵
寮
、
令
�
中
務
大

輔
十
世
王
六
十
賀
之
�
、
御
前
賜
座
、
侍
臣
勧
膳
、
依
次
勧
盃
、
欲
行
六
十

坏
、
至
三
十
六
巡
、
取
酔
差
深
、
賜
禄
即
賜
御
坏
、
放
盞
之
間
、
有
勅
任
宮

内
�
、
十
世
王
不
覚
流
涕
、
件
王
天
皇
之
舅
」
と
あ
る
。

（
１４
）

三
善
清
行
の
経
歴
に
つ
い
て
は
、『
公
�
補
任
』（
新
訂
増
補
国
史
大
系

本
）
醍
醐
天
皇
延
喜
十
七
年
、
参
議
三
善
清
行
の
条
に
よ
る
。

（
１５
）
『
令
義
解
』（
新
訂
増
補
国
史
大
系
本
）「
巻
四

選
叙
令
」
に
「
凡
官
人
。

年
七
十
以
上
聴
致
仕
」
と
あ
る
。

（
１６
）
『
尊
卑
分
脈
』（
増
補
史
料
大
成
本
）
に
よ
る
と
、
光
孝
天
皇
に
は
十
五
名

の
賜
姓
源
氏
の
皇
子
が
い
た
が
、
そ
の
な
か
で
、
姓
没
未
詳
の
皇
子
以
外
、

（
光
孝
天
皇
が
）「
践
祚
以
前
卒
」
と
記
さ
れ
た
の
が
、
源
元
長
、
源
兼
善
、

源
名
実
、
源
篤
行
、
源
最
善
、
源
音
恒
、
源
成
蔭
、
源
是
茂
の
八
人
が
い
た
。

さ
ら
に
源
貞
恒
が
延
喜
八
年
、
源
国
紀
が
延
喜
九
年
に
薨
じ
た
記
載
に
よ
れ

ば
、
光
孝
の
一
世
源
氏
は
、
延
喜
十
七
年
ご
ろ
に
至
っ
て
殆
ど
姿
を
消
し
た

よ
う
に
み
え
る
。

（
１７
）

河
内
祥
輔
氏
『
古
代
政
治
史
に
お
け
る
天
皇
制
の
論
理
』（
吉
川
弘
文
館
、

一
九
八
六
年
）。

（
１８
）
『
公
�
補
任
』（
新
訂
増
補
国
史
大
系
本
）
に
よ
れ
ば
、
醍
醐
朝
の
三
善
清

行
は
貞
観
十
五
年
に
、
朱
雀
朝
の
紀
淑
光
は
昌
泰
元
年
春
に
、
円
融
朝
の
藤

原
守
義
は
延
長
二
十
二
年
に
文
章
生
と
記
さ
れ
て
い
る
。
一
方
、
村
上
朝
の

藤
原
元
名
は
文
章
生
で
あ
る
と
記
さ
れ
て
い
な
い
が
、『
尊
卑
分
脈
』
に
よ
れ

ば
、
元
名
子
の
文
範
は
文
章
生
出
身
の
弁
官
で
あ
り
、
元
名
子
の
国
章
も
文

章
生
で
あ
っ
た
。
さ
ら
に
元
名
孫
の
章
輔
は
文
章
得
業
生
で
あ
り
、
元
名
孫

の
章
信
も
文
章
生
出
身
の
弁
官
で
あ
っ
た
。
言
う
ま
で
も
な
く
、
藤
原
元
名

は
紫
式
部
母
方
の
曾
祖
父
で
あ
り
文
章
道
の
家
系
で
知
ら
れ
て
い
る
。
お
そ

ら
く
元
名
は
文
章
生
出
身
の
可
能
性
が
高
い
。
な
お
、
高
階
良
臣
は
『
元
亨

釈
書
』「
十
七

王
臣

願
雑
二

」
に
「
殿
中
監
高
良
臣
、
少
応
進
士
挙
、

才
名
冠
時
」
と
あ
り
、「
進
士
」
つ
ま
り
「
文
章
生
」
で
あ
る
こ
と
が
み
ら
れ

る
。

（
１９
）
『
歴
代
宸
記
』（
増
補
史
料
大
成
本
）
所
収
の
「
村
上
天
皇
御
記
」
に
は

「
天
徳
四
年
九
月
二
十
三
日
、
庚
申
、
此
夜
寝
殿
後
聞
侍
臣
等
走
叫
之
声
（
中

略
）
火
焼
左
兵
衛
陣
門
。
非
可
消
救
。
走
出
見
之
火
�
已
盛
。
即
著
衣
冠
出

南
殿
庭
。
左
近
中
将
重
光
朝
臣
持
御
劔
璽
筥
相
従
。
即
遣
人
召
御
輿
（
後

略
）」
と
あ
る
。

（
２０
）
『
権
記
』（
増
補
史
料
大
成
本
）
長
保
四
年
三
月
十
三
日
条
に
「
昨
日
宮
内

�
従
四
位
下
源
朝
臣
尊
光
出
家
入
道
、
故
弾
正
尹
章
明
親
王
第
二
男
、
母
清

慎
公
長
男
右
近
少
将
敦
敏
女
也
」
と
あ
る
。

（
２１
）

同
前
掲
注
（
２０
）。

（
２２
）

宮
内
�
補
任
は
「
宇
多
源
氏
」
の
源
道
方
を
皮
切
り
に
、
そ
の
以
降
は
後

朱
雀
朝
に
道
方
子
の
源
経
長
が
据
え
ら
れ
て
い
た
。
さ
ら
に
『
公
�
補
任
』

『
尊
卑
分
脈
』
に
よ
る
と
、
後
三
条
朝
以
降
「
宇
多
源
氏
」
出
身
の
源
時
俊

﹇
尊
卑
﹈、
源
有
賢
﹇
公
�
﹈、
源
資
賢
﹇
尊
卑
﹈、「
醍
醐
源
氏
」
出
身
の
源
家

賢
﹇
尊
卑
﹈、
源
重
資
﹇
公
�
﹈、
源
高
房
﹇
尊
卑
﹈
が
宮
内
�
に
補
任
さ
れ

る
記
載
が
見
ら
れ
る
。

（
２３
）

林
陸
朗
氏
「
淳
和
・
仁
明
天
皇
と
賜
姓
源
氏
」（『
國
學
院
雑
誌
』
一
九
八

八
年
十
一
月
）。

（
２４
）
『
栄
花
物
語
』
の
引
用
は
、
山
中
裕
氏
・
秋
山
虔
氏
・
池
田
尚
隆
氏
・
福
長

進
氏
校
注
、
新
編
日
本
古
典
文
学
全
集
『
栄
花
物
語
』（
小
学
館
）
に
よ
る
。

―４３―



﹇
付
記
﹈

本
稿
を
な
す
に
当
た
り
、
神
戸
大
学
教
授
福
長
進
先
生
よ
り
懇
切
丁
寧
な
御

教
示
を
賜
り
ま
し
た
。
心
よ
り
篤
く
御
礼
申
し
上
げ
ま
す
。

（
ち
ん
ひ
ね
い
／
台
湾
静
宜
大
学
）

括
弧
内
の
算
用
数
字
は
巻
数
、
漢
数
字
は
頁
数
を
表
す
。

（
２５
）

桐
壺
帝
と
先
帝
、
一
院
の
関
係
が
、
父
子
関
係
か
兄
弟
関
係
か
は
、
諸
論

に
お
い
て
議
論
が
分
か
れ
て
い
る
。
清
水
好
子
氏
「
天
皇
家
の
系
譜
と
準

拠
」（『
源
氏
物
語
の
文
体
と
方
法
』
東
京
大
学
出
版
会
、
一
九
八
〇
年
六
月
）、

坂
本
共
展
氏
『
源
氏
物
語
構
想
論
』（
明
治
書
院
、
一
九
八
一
年
）、
藤
本
勝

義
氏
（『
源
氏
物
語
の
想
像
力
―
史
実
と
虚
構
―
』
笠
間
書
院
、
一
九
九
四

年
）、
な
ど
を
参
照
さ
れ
た
い
。

（
２６
）

日
向
一
雅
氏
『
源
氏
物
語
の
準
拠
と
話
型
』（
至
文
堂
、
一
九
九
九
年
）、

袴
田
光
康
氏
「『
源
氏
物
語
』
に
お
け
る
式
部
�
任
官
の
論
理
―
先
帝
と
一
院

の
皇
統
に
関
す
る
一
視
点
―
」（『
国
語
と
国
文
学
』
平
成
十
二
年
九
月
）。

（
２７
）

福
長
進
氏
「「
源
氏
」
立
后
の
物
語
」（
日
向
一
雅
編
『
源
氏
物
語

重
層

す
る
歴
史
の
諸
相
』、
竹
林
舎
、
二
〇
〇
六
年
四
月
）。

（
２８
）
『
源
氏
物
語
』
に
お
い
て
は
、「
一
院
源
氏
」
と
い
う
言
葉
が
見
つ
か
ら
な

い
の
で
あ
る
が
、
だ
が
し
か
し
、
例
え
ば
「
若
菜
上
」
巻
に
は
「
御
子
た
ち

は
、
春
宮
を
お
き
た
て
ま
つ
り
て
、
女
宮
た
ち
な
ん
四
と
こ
ろ
お
は
し
ま
し

け
る
。
そ
の
中
に
、
藤
壺
と
聞
こ
え
し
は
先
帝
の
源
氏
に
ぞ
お
は
し
ま
し
け

る
、」（
�
「
若
菜
上
」
十
一
頁
）
と
あ
り
、
女
三
の
宮
の
母
女
御
を
「
先
帝

の
源
氏
」
と
説
明
し
て
い
る
。『
源
氏
物
語
』
の
語
り
手
は
、
そ
の
人
物
の
出

自
を
語
る
と
き
に
ど
の
皇
統
に
属
す
る
か
と
い
う
「
皇
統
譜
」
意
識
を
読
み

手
に
強
く
意
識
さ
せ
る
語
り
を
使
う
が
、
こ
う
し
て
「
先
帝
の
源
氏
」
を
強

調
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
異
な
る
皇
統
譜
の
迭
立
を
読
み
手
が
読
み
取
る
こ

と
も
ま
た
可
能
に
な
る
。
さ
ら
に
ま
た
、
末
摘
花
の
父
、
故
常
陸
宮
の
出
自

に
つ
い
て
、
坂
本
共
展
氏
「
源
氏
と
末
摘
花
」（
森
一
郎
氏
編
『
源
氏
物
語
作

中
人
物
論
集
』
勉
誠
社
、
平
成
五
年
一
月
）
は
、「
常
陸
宮
は
そ
の
年
令
か
ら

し
て
、
先
帝
の
皇
子
で
は
な
く
、
一
院
の
皇
子
で
、
桐
壺
帝
の
異
腹
の
兄
宮

と
す
る
の
が
妥
当
で
あ
る
」
と
論
じ
、
年
令
か
ら
故
常
陸
宮
は
一
院
の
皇
子

で
あ
る
と
い
う
説
を
提
出
し
て
い
る
。
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